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 予算審査特別委員会：平成２７年３月１０日  （開 会 午前 ９時３０分）

委員長 皆さんおはようございます。さて、３月３日の定例会におきまして、特別委員

会に付託されました平成２７年度各会計の予算案を、本日より審議してまいり

ますが、委員の皆様方には活発なるご質疑をお願いいたしますとともに、町理

事者また関係課長各位には、誠実なる答弁をお願いいたしたいと存じます。私

といたしましても、委員会をスムーズにそしてその結論が適切に導き出される

よう努力してまいりたいと思っておりますので、皆様方の特段のご配意とご協

力をお願い申し上げる次第であります。それでは、ただいまから予算審査特別

委員会を開会し、直ちに会議を開きます。ただいまの出席委員は１２名で会議

は成立いたします。これより、本委員会に付託されました平成２７年度平取町

各会計予算について審査を進めてまいります。なお、発言される場合は、委員

長の指名の後にご発言されるようお願いいたします。それでは、まず、議案第

２０号平成２７年度平取町一般会計予算に対する質疑を行います。質疑の順序

といたしましては、はじめに歳入歳出事項別明細書から行い、続いて第２表債

務負担行為、第３表地方債と進めてまいりたいと思います。なお、委員会審査

を進めていく上で、予算の年度別区分を明確にするため、本年度、来年度とは

せず、必ず平成２６年度あるいは平成２７年度として、発言されるようお願い

いたします。それでは、歳入歳出予算事項別明細書の歳入から質疑を行います

ので予算書の１１ページをお開き願います。よろしいですか。まず、予算書の

１１ページ。質疑ございませんか。藤澤委員。 

藤澤委員 ９番藤澤です。まず、この歳入に当たって、一番先に聞いておきたいことがご

ざいます。いわゆる滞納部分に当たる、整理回収機構と申しましたか、管内で

３町ずつ職員が出てというふうに説明を受けてまいりましたが、例えば平取の

職員が、整理機構に出向いた場合、あるいは出向いてない年において、単純な

話、平取町の職員が出て行った場合は平取町の回収が多いのか。あるいは全般

的にそういうことはないのかどうか、意味おわかりでしょうか。 

委員長 税務課長。 

税務課長 ただいまのご質問にお答えします。平取町で、例えば回収機構に行って事務を

行うということになれば、平取町の回収をやるということではなくて、平取町

以外のところの回収を受け持つというふうに聞いております。以上です。 

委員長 藤澤委員。 

藤澤委員 とすると、自分の町の仕事のみはやらないということでいいんですね。わかり

ました。 
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委員長 ほかございませんか。それでは私のほうから。今回この滞納の関係なんですけ

ど、収納率が１２％として変わらないんですが、今回債権条例ができたという

こともありますし、滞納整理機構に加入しているということでもこのパーセン

テージが一向に上がっていないという、その辺の理由をお聞かせいただきたい

と思いますが。税務課長。 

税務課長 滞納繰越分の調定については２６年度の決算見込み額から推計をしていまし

て、現年分の２６年度については決算見込み額の５％、あと２５年度以前の滞

納繰越分は８５％が翌年度に繰り越されると見込み、その合計額から不納欠損

額を差し引いて２７年度の調定見込み額を算出し、その額に収納率１２％を乗

じて算出をしています。ここ数年の間の現年分及び滞繰分の収納率の増加によ

って年々調定額が減少しているので計上額が減ということになってるんですけ

れども、ただいまのご質問なんですけれども、そう言った意味で収納率が増加

していることによって、滞納となっている部分の収納回収というのが非常に難

しい債権の滞納になってるということで、その辺も含めて前年度と同様１２％

ということで収納率を設定しているということになってございます。以上です。

委員長 難しい債権の回収の部分だというのはもちろんわかるんですけどね、もう少し

積極的な数字が出てもいいんでないかっていうことで、これ１２％が変わらな

いというのがちょっと腑に落ちないなということで、今説明求めたんですけど、

もう少し積極的な数字というのは出ないものか、その辺はどうなんでしょうか。

税務課長。 

税務課長 ただいまも言ったんですけど、やっぱり難しい債権だけが残ってるということ

で、年々収納率がやっぱり増加していってますので、残ってる滞納債権という

のは、かなり回収が困難な債権ということになりますんで、そういった意味で

はあまり収納率を上げて担当してる職員にプレッシャーを与えるということに

もなりますので、１２％ということで収納率を設定させていただいているとい

うことになってますのでご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

委員長 はい、ほかございませんか。なければ１２、１３ページ。１４、１５ページ。

平村委員。 

平村委員 １０番平村です。１５でもいいですか。軽自動車のところの滞納処分なんです

けれども、毎年多額の滞納があるんですけど、平取町では差押えとかそういう

のはやってるんでしょうか。軽自動車を持ってる方は本当に普段日常的に使っ

ているのに、このように滞納額が多いということは、ある程度差押えとかそう

いうのもやっているのかどうかちょっと。 
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委員長 税務課長。 

税務課長 ただいまのご質問なんですけれども、軽自動車の差押えということでよろしい

んでしょうか。そうであれば軽自動車そのものの差押えというのはやっており

ません。他の税金もそうなんですけれども、差押えしても保管しておく場所が

うちはないんですね。ですんで、差押えしてもきちっと管理ができてなければ

だめだということで、そのまま外に置きっぱなしということにもならないです

ので、軽自動車の差し押さえについてはやってはおりません。預貯金について

は、今言ったように差押えをやってますけれども、動産そのものについての差

し押さえというのは不動産も含めてやってはいないということになってます。

以上です。 

委員長 よろしいですか。平村委員。 

平村委員 入れるところがないからやらないっていうような話なんですけれども、長い時

間入れとかなくても競売をかけたりいろいろ方法はあると思うんですけど、そ

の辺は考えていないんでしょうか。 

委員長 税務課長。 

税務課長 軽自動車税ということになると、生産手段ということにもなります。それで、

それを使っていろんな事業をやったり、お金を稼いだりということにもなる。

収入の、一つの生産道具ということになりますので、それを差押えしてしまう

と、回収も難しくなるということも考えられますので、そこまではやっていな

いということになってます。以上です。 

委員長 ほかございませんか。なければ１６、１７ページ。１８、１９ページ。２０、

２１ページ。２２、２３ページ。鈴木委員。 

鈴木委員 ２３ページの関係なんですけど、２６年度４月から３％消費税が上がったとい

うかたちのなかであります。そういったかたちのなかでありますけど、本年度

２７年度の予算につきましては、２５年度当初並みの予算額が見込まれたかた

ちということになっております。上げたことによって景気がという部分もあっ

たりするのかなというふうには思いますけど、そういった意味で２５年度当初

並みの予算額が見込まれる要因というのは、もう少しあるのであれば説明いた

だきたいと思います。 

委員長 まちづくり課長。 



- 4 - 

ま ちづ く

り課長 

お答え申し上げます。この予算説明でもありましたけれども、地方分が８％の

うち１．７％の２分の１都道府県、２分の１市町村ということで配分されてお

りまして、地財計画上は若干伸びを示してるというようなところもございます

けれども、私どもの予算計上といたしましては、あくまでもうすでに８％とい

うことでの施行での交付見込みということで、２６年度の見込みをかなり重視

して計上したということもございましてこのような数値になったというところ

でございますのでご理解をお願いしたいと思っております。 

委員長 よろしいですか。２４、２５ページ。２６、２７ページ。平村委員。 

平村委員 ２７ページの地方交付税なんですけれども、２６年度も減りまして、予算額よ

りもかなり減ってたと思うんですけれども、今年もこの間の説明では７．３％

ほど減って予算計上してると言ってたんですけれども、その辺の予算計上で大

丈夫なのかどうか、ちょっと何か新聞では、かなり厳しいようなことがたくさ

んされてますので、どうなんでしょうか。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

交付税に関しましては、平取町の半分ほどの歳入を占めているというようなこ

とでございまして、この辺の見込みをどうみるかが非常に私どもとしても注意

を払うところなんでございますけれども、２６年度の結果をみますと、かなり、

しぼられるというような情報入っておりましたけれども、これほど小規模町村

に厳しい結果になるとは予想できなかったということもあってですね、前年対

比で２億円、予算対比でも６２００万という減額を生じてしまったということ

もございまして。ただ、国の総体の地方交付税特別会計をみますと１６兆台は

キープしておりますけれども、これも１兆円分については２６年度の補正をそ

のまま繰り越したというようなことでございまして、実質の地方交付税特会は

もう１５兆円台になっているというような実態もございます。やはりこの辺は

まだまだ地方創生分でどれだけ算入されるかというのは情報がまだ詳細ではあ

りませんので、その辺を期待するところはあるんですけれども、やはり２７年

度も厳しくみざるを得ないというようなこともございまして普通交付税として

は国は０．８％減ですけれども、やはり今年の見込みから推計しまして、当初

はある意味厳しくみておきたいというのは私どもの考えでございますので、ご

理解いただければと思っております。 

委員長 藤澤委員。 

藤澤委員 ９番藤澤です。同じページなんですけども、この特別交付税、特交、これはぼ
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ちぼち金額が提示されると思うんですが、ただいままちづくり課長が申したよ

うに、厳しいという見込みでとらえてるんでしょうか。伺います。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

２６年度交付分につきましてはまだ３月交付分が出ていないという状況でござ

いまして、もう特殊要素としてのシカ柵等が完了したというようなことで、通

常に交付されるべきものというようなことでの押さえでおりますけども、この

特別交付税に関しましては全国レベルでやはり緊急的に財政需要が生じたよう

な、団体さんに手厚く交付されるというようなことがございまして、この間、

冬季の豪雪ですとかそういった対策費にかなり流れるだろうというようなこと

もございまして、今、３億４千万程度、２６年は見込んでおりますけども、そ

の予算がほぼそのレベルできてくれれば、よろしいかなというか、期待ですけ

れども、担当としてはその辺を見込みたいなという気持ちはありますけれども、

次の年の２７年度の見込みとしてもやはり普通交付税同様、同じ特別会計の中

でのパイの中の一つということにもなりますので、やはりこれも前年度に比べ

て厳しく、計上を見積ることが重要なところかなという判断をしてございます。

委員長 ほかございませんか。なければ、２８、２９ページ。山田委員。 

山田委員 ２９ページ、児童福祉費負担金、常設保育所分、へき地保育所分と金額のって

るんですけども、この金額、子どもの人数も把握して計算されているものと思

われますけども、保育料の切り替えの時期が９月、そして８月以前は前年度分、

９月以降は当年度分の市町村民税額により決定するということで出てるんです

けど、この辺のこと、どのような人数割りに前期と後期なってこのような計算

になったのか、その辺ご説明願いたいと思います。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。２７年度から新しく新制度ということで変わりますが、ま

ず切り替えは１０月１日からということで、今のところ考えております。それ

で、今回９月までは平成２６年度の税金で試算して、そして１０月以降は平成

２７年度ということのなかでやっていきたいと考えております。それで、人数

なんですが、基本的には新しく昨年より４名ほど増えてますが、そのなかで計

算しております。以上です。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。鈴木委員。 

鈴木委員 この今の児童福祉費負担金、常設保育所の分ということについて伺いたいなと
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思うんですけれども。保育料の決定そのものは前年の所得税額によって決まる

ということ、２０１０年の年少扶養控除廃止にともなってということで、当時

所得税増額が保育料に連動しないようにということで同控除相当額を税額から

差し引く再計算ということが行われていたということでありましたけれども、

今度のですね、子ども・子育て支援新制度の中ではですね、この再計算につい

ては、厚生労働省の各自治体への文書では再計算は行わないということとした

というふうに言われております。そういうことからですね、保育料の値上げが

懸念される、そういう事態があるというふうに言われているわけでありますけ

ど、平取町の場合ですね、その再計算をするのかどうなのか、再計算をすれば

ですね、今までと同じように年少扶養控除の廃止に伴っての所得税増額が保育

料に連動しないということが、実質的に担保されるというふうに考えるわけで

すけれども、その辺のことがどうなのか伺いたいと思います。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。基本的には国の指針のなかで本年度から実施していきたい

ということで考えております。本年度、区分的には国も８段階ということのな

かで、新年度も８段階というなかで行なわれておりまして、旧年度につきまし

ては委員のおっしゃられます年少扶養控除がありましたが、今度平成２７年か

ら扶養控除のないなかで計算をしていきたいということで考えております。た

だ、まだ最終的な額そのものは、個人的な額というのはまだ出しておりません

が、全体的な額的には上がる方もおられますし、下がる方もおられるというこ

とのなかで、全体的には額は変わらないのかなということではいまのところは

考えております。 

委員長 鈴木委員。 

鈴木委員 言われておりますところにつきましてはですね、３人以上の子どもを持つ世帯

の保育料負担が増大する恐れがあるということが実は言われております。子育

て支援ということについては、町自体も本当に町長の執行方針の中でも当然う

たわれているかたちのなかでありますので、その辺、ぜひ対象者がどのくらい

いて、どのくらいの再計算をしないことによって負担が増えるのかというあた

りもきちんと精査した上でですね、ぜひ対応を考えていただければなというふ

うに思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

この保育料につきましては十分検討してまいりますので、ご理解願いたいと思

います。 
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委員長 ほかございませんか。なければ、３０、３１ページ。３２、３３ページ。千葉

委員。 

千葉委員 ６番千葉です。３３ページの使用料の関係でお尋ねしたいと思います。まず第

一に、２番目のですね道路占有使用料、今年度１２１万６千円ということで歳

入見込んでるわけですけども、前年２６年度との違い、なぜこういう数字にな

ったのか教えていただきたい。それともう一つ、同じく４番の町営住宅使用料、

これは単純に古い住宅がだいぶ整理されてきて新しい住宅の入居料が上がった

という理解でよろしいんでしょうか。その二つについてお尋ねしたいと思いま

す。 

委員長 建設水道課長。 

建 設 水 道

課長 

それでは道路占有料の関係でございますが、これにつきましては２６年、昨年

の１２月定例会において条例改正を行っております。道路占用料の改正を行っ

ておりますが、道路法施行令の改正に伴いまして占有料の所在区分が３区分か

ら５区分に変更され、そして地価水準の変動に伴っての反映した額に改正をさ

れております。それで、うちのほうでの占有料が旧占有料でいくと、年間で約

２９０万ほどであったのが、占有料の改正に伴って１２１万５千円程度という

ことになり、１６９万が２６年度から減になるということでございます。以上

です。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

２７年度の増加の主な要因でございますけれども、入居している戸数でござい

ますね、昨年度はすでに入居している戸数を３５４戸という見積りだったんで

すけども、その入居、まあ空き家が少なくなっているということもございまし

て２７年度の見積りでは３７４戸で積算してございまして、これは実態でござ

いますけれども、その分が増えたというのが主な要因でございます。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。四戸委員。 

四戸委員 ３番四戸です。３２ページの１節の保健衛生使用料のうちの墓地使用料、大し

た金額ではないんですが、６万８千円。これは墓地を買う土地代のことを示し

てるんですか、それともまた違う何かあるんでしょうか。まずそれを伺ってお

きたいと思います。 

委員長 町民課長。 
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町民課長 お答えいたします。保健衛生使用料ですけれども、まずこの墓地の使用料６万

８千円につきましては、墓地、新たに使用するときに支払っていただくもので

ございます。墓地で１等、２等、３等という区分がありまして、１等につきま

しては本町の墓地、２等については去場、荷菜、荷負、貫気別、振内。３等は

それ以外というふうになってます。１等については１万３２００円、２等が８

８００円、３等が５５００円の使用料となっております。平成２５年度につき

ましては５件、平成２６年度につきましては現在まで５件の使用料ということ

になっております。以上でございます。 

委員長 四戸委員。 

四戸委員 わかりました。直接予算には関係ないと思うんですけど、でもこの墓地の関係

でちょっとお聞きしたいんですけれども、今ですね、全国的には無縁墓地がか

なり出てきています。うちの平取町においても、家族がいなくなって、そうい

うお墓が結構出ているんでないかなと思うんですけども、その辺は課長として

どういうふうに認識されているのか、どのぐらいあるのか。 

委員長 町民課長。 

町民課長 この無縁墓地の関係につきましては先日も新聞等で報道されましたけれども、

現在当町のその関係については、現在ちょっと資料持ってませんので、後ほど

お答えさせていただきたいと思います。 

委員長 四戸委員。 

四戸委員 資料は後でもよろしいんですけれども、今後ですね、やっぱりまわりからみて

も、やっぱり草生えてそのままなったり、誰もお参りしない、そういう寂しい

無縁墓地なってるんですけども、今後その対策としてはどのように考えている

のか伺いたいと思います。 

委員長 町民課長。 

町民課長 これにつきましてはやはり親族の方にちゃんと整理していただいて町に返して

いただくということになりますので、その辺をお願いするようになるかと思い

ます。 

委員長 四戸委員。 
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四戸委員 今、課長は家族の方と言いましたけども、家族もいない、そういう墓もあると

思うんですよ。だから、その辺十分に今後検討して、どう処理していくか、考

えていただきたいと思います。 

委員長 町民課長。 

町民課長 その辺、公費で処理するかどうかについては今後十分検討させていただきたい

と思います。 

委員長 ほかございませんか。安田委員。 

安田委員 １１番安田です。すみません３１ページ。生活館使用料なんですけども、前年

度と比較すると２５万７千円ほど減ってるんですけども、葬儀が少なかったの

か、何か、理由ちょっと聞かせてください。 

委員長 アイヌ施策推進課長。 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それではただいまのご質問にお答えいたします。今回の使用料につきましては、

平成２３年度から平成２５年度３年間の平均値を出して予算を計上したという

ことでございまして、結果として、２５万７千円の減額ということになってい

るところでございます。 

委員長 ほかございませんか。３２、３３ページございませんか。なければ３４、３５

ページ。丹野委員。 

丹野委員 ３５ページの牧野の入牧料なんですけど、前回決算のほうで質問したんですけ

れども、使用料を下げてたくさん牛を扱うようにしたらいいっていう質問した

ら課長は農家の人の声を聞いて検討しますということだったんですけれども、

ここで増えてるっていうことは下げて増えたっていうことですか。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。入牧料については料金の引き下げは行っておりません。そ

れで、平成２７年度５４０万の予算を立てておりますけれども、これにつきま

しては２６年度の実績から数字を出しまして、２７年度の数字としておりまし

て、２５年度から２６年度の比較でかなり数字が上がってきたということで、

牧野の使用料につきましてはかなりの頭数増えてきているという現状にありま

すので、その数字でのせてもらっているところでございます。入牧料につきま

しては、管内比較しても平取町については他町よりもそんなに高い数字じゃな
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いということもありますし、委員言ったとおり下げて収入を上げるというよう

な考えもありますけれども、現状かなり利用が上がってるということで当分の

間は今の入牧料で進めたいというふうに考えているところであります。 

委員長 丹野委員。 

丹野委員 実績ということですけど、前回は農家の人の声を聞いてみるという回答だった

と思うんですよね。その結果、そうなったのか、それとも今ちょっと牛肉が高

いのでね、預ける気になったのかどうかちょっとわかりませんけれども、安く

することによってもっと利用が上がるんでないかなと思うんですよね。その辺

の声は聞いたんですか。 

委員長 

産業課長 

産業課長。 

農協の振興会ですとかそういうところに職員ですとか町長、副町長も行って総

会の中で出される意見等も参考にしながらということで、その中で特に入牧料

が高いので引き下げをというような意見は出てきてなかったということでござ

います。できれば先ほど言ったとおり、他町と比較してそのように高い金額で

はありませんので、このまま進めていきたいというふうに考えておりますけれ

ども、平成２８年度からの総合計画等、長期計画立てていく際にまた各団体、

また農家の方、意見再聴取しながらその声を反映させながらいきたいというふ

うに考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

委員長 ほかございませんか。安田委員。 

安田委員 同じ町有牧野の使用料についてなんですけども、町の牧野に放してる民間の人

というか農家の人の牛の頭数と、川向の牧野の牛の頭数、牛やら馬やらいるん

でしょ。その頭数、わかれば教えてください。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。２６年度の川向牧場のほうの入牧頭数でございますけれど

も、農用馬で４戸の農家から２４頭、これは実頭数になります。乳牛のほうが

３戸で２６頭入っているというかたちになっております。芽生のほうの牧野に

つきましては、肉牛で農家戸数６戸で１１９頭が入っているようなかたちです。

それと畜産公社のほうでは４６頭ということで、すべて合計すると２１５頭が

入っているというようなかたちになってございます。以上です。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ３６、３７ページ。千葉委員。



- 11 - 

千葉委員 ６番千葉です。２点、１節と４節の部分でお伺いしたいと思います。鉄道記念

館使用料、１節の部分でございます。今現在障がい者支援の相談窓口としてで

すね、なないろが開設されましたけども、その兼ね合いとしてですね、鉄道記

念館の使用料含めて福祉会との関係、このものに対しての考え方、今後はどう

いうふうに考えていくのか。まだ開設されたもので私もちょっと何回か足を運

んでみたんですけども、全く無償で、使ったその電力とか水道とか以外は負担

は福祉会の負担でいっているのか、その辺の将来的な考え方、見込みはどうな

っているのか伺いたいと思います。それから、４節ファミリーランドの使用料

もあわせてお伺いしときます。キャンプ場とかパークゴルフ場含めてですね、

私ゆからのオープンに当たってはもう少し攻めの歳入予算でよかったのかな

と。歳入見込みでもよかったのかなというふうに感じてますけども、その辺の

今年度の歳入見込みをあげた内訳を教えていただきたいと思います。 

委員長 振内支所長。 

振 内 支 所

長 

鉄道記念館の使用料に関しまして、現在社会福祉法人平取福祉会と鉄道記念館

使用貸借覚書を結んでおりまして、現在電気料と水道料につきましては町のほ

うで負担をして、灯油とＬＰガスにつきましては社会福祉法人福祉会のほうで

負担をしております。まだ昨年の１０月から社会福祉法人で使用したばかりで

ございますので、これからどの程度の電気料等がかかってくるか、これから改

めて検討して見直しをかけてまいりたいと思いますので今後ともまた検討して

いきますのでよろしくお願いいたします。 

委員長 産業課長。 

産業課長 ファミリーランドの使用料の件についてご説明したいと思います。議員おっし

ゃるとおり、温泉も新しくなっておりますし、もう少し攻めの数字でプラスが

出るようなかたちという指摘ではないかと思うんですけれども、平成２６年度

の実績の数字について、お答えさせていただきたいと思います。平成２６年度

ファミリーランドのパークゴルフ場につきましては、１００万弱の使用料にな

ってございました。キャンプ場につきましては２３２万ほど、バンガローにつ

きましては１３０万、テニスコートで１４万ほどの使用料ということで、トー

タルで５００万弱の使用料というかたちになってございます。２６年の予算編

成のときに見込みで数字を出してきたところでございますけれども、温泉が新

しくなるということでかなりファミリーランドのほうの使用料につきまして

も、倍増近くいくんじゃないかというような数字を計上したところでございま

すけれども、攻めすぎたということで、かなり実績をみた段階でそこまではち

ょっと伸びていなかったというような現状でございましたので、平成２７年度
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については攻めてはいるんですけれども２６年度と比べては若干減るようなか

たちの数字でございますけれども、あげさせてもらっているところでございま

す。それで、見込みとしまして、パークゴルフ場等が温泉の利用に伴ってかな

り使用が増えるんじゃないかというようなこともみていたところでございます

けれども、温泉のオープンが７月になったということと、年度の前半につきま

してはかなり天候も良く、利用もあったわけなんですけれども、８月あたりに

かなり雨の時期があったということもありまして、その部分で料金が思ったよ

りも伸びなかったのかなというふうな考えもしております。平成２７年度の予

算編成に当たっては、２６年度の予算編成よりも若干下げてはおりますけれど

も、パークゴルフ場等については公認のパークゴルフ場の認定をとるような予

定で考えておりますし、それによりまして多くの人に来てもらうような考えを

しておりますので、２６年度につきましては温泉のオープンに伴って温泉のＰ

Ｒをかなりやってきたところでございますけれども、２７年度については温泉

のほかにファミリーランドの施設のＰＲも十分に行って、充実させていってで

すね、料金については伸ばしていきたいというふうに。２６年度から若干、減

ってるようなかたちですけれども、ここ４年５年の利用料からみれば伸びるよ

うなかたちでというふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 まず１節の鉄道記念館使用料について再度お伺いしたいと思います。確かに遅

咲きで去年の１０月オープンということで開設されたわけでございますけど

も、やはり平取福祉会との話し合い、あそこの施設を利用することによって鉄

道記念館を利用することによっての詳細な話し合いは最初の段階で私はなされ

て当然のことかなと思ってるんですけども、先ほど聞いてましたら電気、水道

いわゆる光熱費関係のものの区分というのは支所長おっしゃってたとおりでい

いと思うんですけども、やはり、平取福祉会との兼ね合い、これはもうこのま

ま永久にその無償で、要するに使用料的なものとか事務所の償却とか含めた考

え方、今後とも持たないということでよろしいんでしょうか。まずその点につ

いて伺いたいと思います。 

委員長 振内支所長。 

振 内 支 所

長 

現在、鉄道記念館使用貸借覚書というのを社会福祉法人と取り交わしておりま

すが、これにつきましては永久的にこの状態でなく、やはり、その都度見直し

をかけて、その状況に応じて覚書もまた検討しながら変えていきたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 
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委員長 千葉委員。 

千葉委員 わかりました。ぜひその辺を煮詰めてですね、きちっとひざ交えてお話し合い

をしてちゃんとした協定を結んでいただきたいなというふうに思っておりま

す。それと４節のファミリーランドの使用料、これは今庄野課長おっしゃった

とおりかなという部分もある程度はうなずけるんですけども、やはりですね、

私は歳入の予算を決めていくということは、相当量理事者側もその見込みの数

字とかですね、先ほど天候の話も出てましたけども、それによってもやっぱ相

当変わってくるなという思いでありますけども、やはりせっかくゆからのオー

プンにあわせてですね、町内外から注目されている施設であるし、それからい

わゆる雑誌のじゃらんとかですね、その他もろもろ旅行雑誌の媒体を含めてで

すね、これからどんどんどんどんやっぱり売ってく施設だなというふうに思っ

てますので、平成２７年度のこの予算に対しては、とりあえずはうなずきます

けども、やはり大事なのは平成２７年度の推移をみてですね、来年度、またし

っかりした予算を立てていっていただければなという希望もありますので、ど

うかその辺よろしくお願いしたいと思います。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。平成２６年度の予算編成に当たっては、各施設の使用料の

見込みについて、過去４年間の平均の数字に一定程度温泉の新築に当たって利

用料が伸びるというような予想で立てたところでございます。例えばパークゴ

ルフ場につきましては４年間の平均が１１０万程度でございましたので、２６

年度の見込みとしては２倍をみていたと。キャンプ場で１．７倍、バンガロー

で１．５倍、テニスコートで２倍の利用があるという見込みで２６年度の歳入

予算を組んだところでございます。先ほど説明したとおりですね、平成２６年

度についてはそのような実績の数字になっておりますので、平成２７年度につ

いては、攻めてはいきますけれども予算編成の考えとしては、２６年度の使用

料に対して５０％の伸びをそれぞれかけまして、この７２２万円というような

数字を出してるところでございます。議員おっしゃるとおり、そういう広告で

すとか媒体を利用しながらさらに利用者の増となるような施策を組んでいきた

いというふうに考えておりますし、先ほど申した通りですね、パークゴルフ場

についても公認コースの認定をとるような予定でおりますので、ＰＲ等につい

てもやっていきたいと考えておりますし、またそのほかに温泉とあわせて利用

した際に割引があるようなかたちのパークゴルフ場の料金設定も今考えている

ところでございますので、そういう面でも利用者をもう少しでも増やしていき

たいというふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 
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委員長 ほかございませんか。四戸委員。 

四戸委員 ４節の今千葉議員から出ている二風谷ファミリーランド使用料については私も

同じような考え方でいて、先に千葉議員のほうから出ましたので、この件につ

いては質問しないようにします。それでですね、今課長の答弁に出ていました

パークゴルフ場の公認予定という話が出ていました。これ予定なんですけれど

も、その予定で何月頃から公認にしようと考えているのか。またそれと公認コ

ースにすると、スコアが６６ということで、今のコースを縮めるのかなという

考え方もあるんですけども、その辺について、どういう考え方してるのかちょ

っと伺いたいと思います。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。公認コースにつきましては、４月末からオープンするよう

なかたちになりますので、オープンしてなるべく早い時期に認定員の方に来て

いただいて公認コースとなるような条件が整っているかどうか、検定というか

そういうのを見てもらうかたちになりますので、できれば５月、６月中には取

りたいというふうに考えております。公認コースをとって何かメリットがとい

うことがあろうかと思うんですけれども、大会等、公認の大会等を呼んでこれ

るということもありますので、その分で大会等も多く開催されて、人が多く入

ることが予想されるのではないかということで公認コースをとる予定でおりま

す。またコースの距離等については今のアウトコース１番から９番までについ

てはほとんど条件にあってるような長さになっておりますけれども、インのほ

うが長過ぎるということで、うちのパークゴルフ場のほうが距離がありすぎる

ということで、かなり距離を縮めるようなかたちになってまいります。スター

トのティーグランドといいますけども、その場所を前にずらしたりとか、そう

いうことをしながら公認にあったようなかたちのコースにしていきたいという

ふうに思っておりますけれども、その部分については特にお金がかかるという

ようなことじゃなくて、スタートするところを前にずらして、若干土を盛った

りということでございますので、そういう処置をしながら公認コースを取って

いきたいというふうに考えております。 

委員長 ほか、松原委員。 

松原委員 ７番松原です。今のファミリーランド４節の件なんですけれども、千葉さんな

り四戸さんも質問されましたけども、ここの管理の施設の整備なんですけれど

も、スケートリンク場だとかそういうところのまわりの施設の整備については

どのように、これから考えているのかお伺いします。 
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委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。スケートリンクについては、平成２６年度は開設をいたし

ませんでした。それでこのまま廃墟化していくとかなり見苦しくなるというこ

とで、まわりの草刈りですとか、中で資材がぼろぼろになって、例えば中のリ

ンクのフェンス等ですね、についてかなり老朽化していくというかたちになれ

ば、その部分についてはファミリーランド全体、森林組合のほうに管理を委託

しておりますので、そちらのほうと協議しながら、撤去なり草刈りは十分やっ

てくというかたちで環境の保持については検討していきたいというふうに考え

ております。 

委員長 ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 平村です。同じく二風谷ファミリーランドのことなんですけれども、ファミリ

ーランドの使用料は委託業者の森林組合のほうに取り扱いをやってもらってい

ると思うんですけれどもこの料金の公金の扱いはどのようになっているのか

と、毎日去年の場合は管理棟にいる職員も代わる代わる森林組合の人たちが入

ってたので、何か私の友達が行ってたら、料金は町内も町外も一緒に扱って、

名前も書くようにも言われなかったというご批判があったので、その辺をきち

っとね、ＰＲで看板にも書いてないし、それからスタート時点も管理棟の前か

らスタートするんであればいいんですけれど、ずっと中のほうに作ってあるん

ですよね。休むところ。そういうのもね、ちょっと何もわからないで管理棟に

入らないでまっすぐあそこから無料でやってるお客さんがたくさんいたという

ことなんで、その辺も考えながらきちんとやらないと変に不信感を持たれます

し、森林組合の職員が入って、その名前もね、町外か町内かも書かないで、そ

したらそういう公金の扱いはどのようにしているのか、その辺がとても町民の

人が疑問に思っているのできちんとしないと、やはり、特にこの料金がこうや

って多くなってくるとやっぱり不信感を抱かれますので、その辺をもうちょっ

としっかりやったほうがいいかなと思うんですけど、その辺の公金の扱いにつ

いてはどうなんでしょうか。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。公金の扱いにつきましては管理棟のほうで料金を徴収いた

しまして、その日集まった分につきましてはその日のうちにとましんの夜間金

庫のほうに入れるというようなかたちで扱っておりまして、例えば森林組合の

事務所ですとかうちのほうに持ってきて、うちの事務所で置いておくというよ

うな管理はしておりません。その日の分はその日のうちに夜間金庫のほうに入

れて、きちんと管理をしているというようなかたちになってございます。それ
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で町のほうへの報告につきましてはそれぞれ日報つけてもらってですね、毎月

１回月報のようなかたちでその数字と毎日入れてる夜間金庫の数字を照合しな

がらやっているというようなかたちでございます。それと町外の人、町内の人、

名簿をつけないで徴収しているということがあったということでございますけ

れども、役場のほうからは森林組合のほうにはじまる前に十分話をしてですね、

料金等、町外町内変わってる部分もございますし、年会員の方ですとか、高齢

者の方だとか子ども方、いろいろ使われる方いますので、その辺は確認をして

いただきたいということで説明をしておりますけれども、それがそのようなか

たちがあったということでありましたら十分に指導されてなかったということ

になりますので、今年度につきましてもですね、きちんとそういうかたちを、

名簿等をきちんとして書いていただいて、きっちり料金についてはとっていた

だいて、きちんと管理をしていただくというようなかたちで指導していきたい

というふうに考えております。ただ大変忙しい時期になると、何人も待ってく

るということで、それでそのような事態があったのかなというふうにも考えま

すので、その辺もですね、繁忙期には１人では足りない場合については補助の

人をつけていただくだとか、そういうことも森林組合と協議をしながら、いき

たいというふうに考えております。それとスタート場所の部分ですけども、管

理等から若干離れていますので、１５０メートル２００メートルぐらいあって

スタートの場所になってくるということで、利用される方が非常に不便なんじ

ゃないかという声もございましたけれども、車で来られる方については管理棟

の前で 1 回受け付けをしていただいてスタート前のところに駐車場があります

のでそちらのほうまで移動していただいて、あずまや等があってそこからスタ

ートするというかたちになってございますので、今の管理棟を利用しながら料

金徴収を行っていくということになると、今のかたちが一番良いかたち、流れ

的に良いかたちかなというふうに思っておりますので、そこまで行って、スタ

ートの場所に行くっていうのをきちんとわかりやすく道路にいろいろ看板等で

受け付けについては管理、管理棟終わったらスタートはそちらというようなこ

とで、管理している方にもそういう話をしていただきたいと思いますし、利用

者のなかからはパークゴルフ場の中に、コースの途中に公衆トイレ等がないん

で、その部分が非常に不便をきたしているという話も聞いておりますけれども、

なかなかトイレ等の設置についてはかなり料金もかかるということもあります

ので、スタート前に管理棟に行ったときに中のほうに途中でトイレありません

ので、事前にそういうのは済ませておいてくださいという周知もしていく、ま

た看板等も立てていきたいというふうに考えておりますので、ご理解のほうよ

ろしくお願いしたいと思います。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ３８、３９ページ。４０、４

１ページ。４２、４３ページ。４４、４５ページ。４６、４７ページ。４８、

４９ページ。５０、５１ページ。５２、５３ページ。５４、５５ページ。５６、
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千葉委員 

５７ページ。５８、５９ページ。６０、６１ページ。６２、６３ページ。６４、

６５ページ。６６、６７ページ。６８、６９ページ。７０、７１ページ。７２、

７３ページ。７４、７５ページ。７６、７７ページ。７８、７９ページ。千葉

委員。 

６番千葉です。７９ページの２節雑入の内訳のことで一番下のびらとり温泉指

定管理者納付金のことについてお尋ねしたいと思います。平成２７年度、２０

０万円の歳入見込みということであげてるわけでございますけども、これは一

応契約をした１５年間この金額で推移していってもという見込みがあるのか。

それともやはりある程度の年数を経過したことによって、見直しをかけて変動

がある納付金なのか。その辺の将来に向かった考え方をお聞きしたいと思いま

す。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。びらとり温泉の指定管理者の納付金につきましては、２６

年度予算編成に当たりまして議会の全員協議会、また産業厚生常任委員会等で

指定管理の協定書の説明等をさせていただいておりまして、それによりまして

管理業者が納付金ということで予算計上しているところでございます。昨年か

らみまして、昨年は３６０万ほど予算をみていたところでございますので、そ

れからみるとかなり減になっているところでありますけれども、この納付金に

つきましては固定ということではございませんで、ある程度管理者のほうの収

支状況、温泉の売り上げといいますか、その状況によって変動するというよう

なことになってございます。昨年につきましては７月に正式オープンをして、

それからかなりの人数入っているということは産業厚生常任委員会でも報告さ

せていただいているところでございますけれども、アンビックスと協議をした

ところ、かなり初年度でアンビックス自体も温泉のほうにお金をかなりかけて

ＰＲですとかいろんなできあがったばかりで改修する場所等ないんじゃないか

と思われますけれども、実際に使ってみて、すでにレストラン等については厨

房の音が食べるところにちょっと聞こえてくるということで壁を配置したり、

奥のほう、宿泊の方が食事をされるテーブルについては照明がちょっと暗いと

いうこともありまして、その照明を直したり、または客室のほうでもですね、

自動的に電気がつくようなかたちになっておりまして、実際に泊まっていただ

くと夜トイレに行った際に１回１回電気がついて非常に眠る場合に支障になる

というような声もあって、それの改修をしたりということで、その部分につい

てはアンビックスの負担で改修をしていただいているところでございます。そ

のようなことがありまして年間年間の収支によりまして、町と協議をしながら

納付金については決定をしていきたいというふうに考えておりますし、町とし

ましても納付金が多いほうがもちろんありがたい話でありますので、その辺も
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入館者、宿泊者が増えるようなかたちのＰＲですとかそういう部分については

行っていきたいというふうに考えております。納付金についてはその年度その

年度の収支の状況によりましてアンビックスと協議をしながら決定をしていく

ということで、２７年度については２００万円の計上をさせていただいたとこ

ろです。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 今後の考え方は、やはりいろんな推移をみてこないとわからないという分もあ

ると思いますのでその辺はよくアンビックス、指定管理受けてるほうと話し合

いながら、進めていってもらいたいなというふうに思ってます。ところでこの

納付金とされてくる金額の計上のいわゆる使い道、あるいはその積立てにして

大きな修繕が必要なときに使おうとしてるのか、その辺の区分も考え方として

将来的にあるとは思うんですけども、一つやはり町民のほうから声が出てるの

は、７月オープンしてですね、昨年、きてるなかで、やはり障害者、特に高齢

者含めて足の悪い方の意見としてですね、やはりエントランス入り口のところ

からですね、やはりかなり入り口に入っていくまで、バス降りてからでもそう

なんですけどけっこう大変だな。まあ手すりを、例えば具体的に言うと設けて

もらいたいとか、雨の当たらない、屋根のある部分だけでもバスが来る、待つ

時間帯にですね、腰かけるような椅子が欲しいとか、あるいはその施設の内部

の詳細、まだまだちょっとあるわけですけど、段差がちょっときついな、この

部分もうちょっと解消できないのかなという部分とかも含めてですね、浴槽も

そうなんですけども、洗い場も含めて、いろんな意見多分いっぱい出てくると

思うんですね私これからも。そんななかで、こういった納付金を含めてですね、

町が負担するのがいいのか、それともやっぱり指定管理受けていく部分で、負

担をさせていくことが、まあこれが一番望ましいんだろうけども、その辺の具

体的な話し合いはやはり今後ともですね、やっぱり続けていく必要があるなと

思ってますけども、とりあえずこの納付金についての扱い、今後の扱いはどの

ようにしていくのか、そのことについてもお伺いしときます。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。納付金の使い道ということでございますけれども、平成２

６年の予算委員会のときに説明をさせていただいたとおり、納付金の部分とフ

ァミリーランドの使用料、売店の売上等をあわせて、その部分をファミリーラ

ンドの管理委託料のほうにあてるというような説明をしております。先ほど説

明したとおりファミリーランドの使用料については思ったよりも伸びていない

というような状況でございますし、納付金についても２６年度の予算よりは下

がっているというかたちでありますけれども、今年度の２７年度の予算編成に
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当たりましては先ほど言ったいろいろな経営努力をしながら使用料、また温泉

の利用料についても入場者についても伸ばしていきたい、すでに温泉のほうは

博物館、萱野茂アイヌ資料館と三者で割引券等を発行して利用者を増やしてい

きたいというようなことも行っておりますし、先ほど言ったとおりパークゴル

フについてもパークゴルフと温泉を利用した場合についての割引等も考えてお

りますので、そういう部分で、入館者、宿泊者を増やしてですね、予算にそっ

た数字で何とかいきたいというふうに考えております。今後の温泉等のなかで

いろいろ出てくる修繕ですとかその部分については、協定書でうたっておりま

すとおり、本体にかかわる重大な部分については町が修繕をしていきますし、

小破、少ない部分の修繕についてはアンビックスのなかで修理をしていただく。

またその場合についても町と協議をしながら費用区分については十分協議をし

てやっていただくところはやっていただく、町がするべきところはやっていく

というようなことをきちっとはっきりさせながら、進めていきたいというふう

に考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

委員長 今の納付金に関すること、ほかございませんか。なければ、ほかございません

か。松澤委員。 

松澤委員 ４番松澤です。ただいまの７９ページの雑入の糠平・幌尻林道シャトルバス利

用料なんですが、２６年度に比べるとかなり金額が低くなってるんですけども、

登山する人が減っているのでしょうか。その要因と解決策は考えられるのか、

あとその下の幌尻山荘利用者負担金っていうのは変わってないんですけども、

これは関係しない項目なんでしょうか。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。シャトルバス利用料につきましては、２６年度のシーズ

ン中の実績といたしましては、利用者が１３５８名ということでございまして、

予算としては３千名の方が登られるということを想定して計上したということ

でございます。２６年度の要因としては、８月期の、非常に登山者が多い時期

に長雨で約３分の１が運行できなかったというようなこともございまして、決

算値としては非常に少ない４６０万程度の歳入しか見込めなかったということ

になってございます。今回の積算に関しましては、過去３年間の平均利用者数

を鑑みまして、１９００名の利用ということで、今往復で３５００円という単

価を設置してございますけども、消費税を上げたときもこの改定をしなかった

ということもありまして、今回これを４千円に改定させていただいて、計上し

たいということで。当初シャトルバス運行に関しては利用料等でやりくりでき

る状況を見込んでいたわけなんですけども、なかなか利用者が伸びないと。そ

れから、一つの要因としては新冠ルートで登られる方が非常に多くなってきた
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ということで、これは沢登り等もなく、天候に左右されずらいというようなコ

ースもありましてそちらを選択するツアーなんかも増えてきたということも減

少の要因ともなっておりますので、この辺２７年度ですね、山岳会とも検討し

まして、やはり幌尻登る醍醐味はですね、この糠平川ルートなんだということ

をもっとＰＲさせていただきながら、増水した場合の回避ルート等も調査をさ

せていただいてぜひこちら側から、糠平川ルート側から登っていただくような

努力をさせていただければというふうに思っております。以上です。 

委員長 産業課長。 

産業課長 幌尻山荘の利用者負担金について説明させていただきます。幌尻山荘の利用者

負担金につきましては山岳会のほうから町のほうにいただいているというよう

なかたちになっております。管理のほうを山岳会のほうにお願いしております

ので、山荘の宿泊者の料金につきましては山岳会のほうに入りまして、そちら

から利用料金ということで毎年２０万という金額を町のほうに納めていただく

というようなかたちになってございます。これについては人数が増えた減った

で料金が上下するようなかたちではなくて、定額ということでございます。ち

なみに平成２６年度の幌尻岳の登山者につきましては、人数が年度で２１５４

名が利用されているというようなかたちになってございます。今まちづくり課

長が言ったとおり、前年対比でいきますと、天候等の不順ですとかそういう部

分もありまして、前年対比で７２．８％ということで、人数がちょっと減って

いるというような状況もありますので、その部分については多くの方が安全に

登山していただくようなかたちの方策を検討しながら、ぜひ幌尻に登る際には

平取側から登っていただくというようなＰＲをしていって、人数を増やしてい

きたいというふうに考えております。 

委員長 松澤委員。 

松澤委員 ルートのことなんですけども、ちょっと私山登りもしたことありませんし、ち

ょっと行ったことないんですけども、こちらのほうから行く場合、バスで行き

まして、降ろされてからけっこう車も通れそうな道をかなり歩かなきゃいけな

いっていうのもこちらのルート選ばない理由っていうのちょっと聞いたんです

けど、そのことについて解決するってこと町としてはできないことなんでしょ

うか。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。登山される方につきましては、だいたい多くの方はとよぬ

か山荘からシャトルバスで行って、第２ゲートというところまでシャトルバス
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で行くようなかたちになります。そこで降りてから北電のダムがあるところま

で歩いて行って、そこから山に入っていくというかたちになりますけれども、

距離的には結構ありますけれども、新冠ルートからみるとそんなには距離はな

いと思います。ただ渡渉があるということで、登っていくまでに６回、７回川

を渡っていくということがありますので、少し大雨が降った場合については安

全を期してシャトルバスの運行をやめるだとかそういう部分がありますので、

天候によってキャンセルさせてもらったりということがあって、非常に人数を

増やすというのは難しい状況、その年の天候によってそういう状況が出てきて

いるようになっております。それも踏まえてですね、登山のルートについては、

現在のルートのほかに渡渉をもう少し少なくできるようなルートがないかとい

うことで、それを２７年度で検討して、より多くの方が上りやすいような山に

していきたいというふうに考えているところであります。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ８０、８１ページ。８２、８

３ページ。それでは私から８３ページの農業債３２００万についてであります

が、農業者の就農促進対策事業というのがございますが、これ１件４００万と

いうことで、２件分となってますけど、これちょっと制度が変更になって所得

制限もつけてきたということなんですけど、その辺の金額的なもの、どのぐら

いの所得でどういうふうになったかというところの説明をちょっと、詳細とい

うかそこまではいいんですけど、おおまかな説明をお願いしたいと思います。

産業課長。 

産業課長 それではお答えさせていただきます。この農業者就農促進対策事業９００万円

につきましては、２６年度では８００万ということで１００万の増額をしてご

ざいます。今までは４００万２件ということで４００万上限、それと中身につ

いては、栽培ハウス、または附帯する設備の整備に関する経費、これが補助率

２分の１で上限４００万、畜舎の新築及び増改築に対する経費で、これも補助

率２分の１で上限４００万というかたちで実施をしてきておりました。２７年

度９００万ということで、新たに基盤整備ですとか、農地の取得等に対する経

費についてもこの補助でみていきたいということであげているところでござい

ます。土地等の取得及び借り受けに対する経費については、補助率２分の１で

１００万上限、そのほかに基盤整備に要する経費、暗渠ですとか排水ですとか

そういう部分ですけれども、新設する場合については、補助率２分の１で１０

０万上限、そのほかに家畜等の購入に要する経費、これについても補助率２分

の１で上限１００万というかたちでの要綱に新たに４月からする予定になって

ございます。ただ前提条件としましては直接生産に必要な施設等の設備投資に

要する経費に対して行う支援というようなかたちになってございます。補助を

受ける際の要綱、所得要件等でございますけども、要綱の変更でございますけ

れども、まずはじめに、今までは１８歳から４５歳以下のものというようなか
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たちでございましたけれども、新たに１８歳以上５０歳以下の方というかたち

に要綱をかえてきております。これについては施設ハウス等については、けっ

こう高齢までやれるということで５０歳までに整備をしても、その採算がとれ

る年数、７０歳、７５歳までやっていけるんじゃないかということで、補助を

受けれる部分については５歳上げているようなところでございます。また補助

金に対する所得要件でございますけれども、この部分については世帯の総所得

を、農業従事者数で割り返して算定するという、これは現在中山間地域の直接

支払交付金の中で使われている要件でございますけれども、それを組み入れな

がら所得制限をしているというかたちでございます。具体的にどのような金額

になってるかということでございますけれども、全国消費実態調査というのが

ございまして、それの地域別１世帯あたりの１か月の収入と支出、それを割り

出しまして北海道における統計結果を出しまして、うちの場合は夫婦でやって

いる、また後継者が来ている等を考慮して１名あたりの所得については３７０

万という制限をしながら、所得制限を出しているところでございます。以上で

す。 

委員長 ほかございませんか。なければ８４、８５ページ。鈴木委員。 

鈴木委員 ８４ページ住宅債、住宅リフォーム促進助成事業というふうにここ数年ずっと

やってきているわけでありますけれども、その住宅ということでいままでかぎ

ってやってきたということがあります。ただ、いままでもですね、実は商工関

係の方から、店舗の改修というようなことについての希望はないのかというお

話を申し上げたことがありましたけども。その店舗の改修するにあたり経営の

こと考えるとなかなかしたくてもできないというようなお話も実は聞いており

まして、なかなか切り出す機会がなかったんですけれども町内の店舗のですね、

場合、住宅部分も含めてですね足場を組んでおられるのを実は見受けました。

その方が住宅リフォームの関係について申請されているかどうかについては存

じ上げておりませんけれども、そういった意味ではですね、やはりこれから町

並みをきれいにしていくという考え方も含めてですね、そういった店舗に対す

るリフォームについての助成措置というのも、まあこれは住宅リフォームとは

また別な観点から検討していく必要あるんではないのかなというふうに思うん

ですけど、その点について伺いたいと思います。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。今ご質問にあったとおり、この予算計上している制度に

関しましては、あくまで営業部分は除くというような規定がございまして、一

般的な家屋のリフォームというようなことを対象にしているというところでご

ざいます。今回国の補正で、いわゆる小規模リフォーム等も対象にしたいとい
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うことで、よりそういったものへの対応を、幅を広げたいというような方向性

ではあるというふうに考えてございまして、いわゆる住環境、大きく見たその

町並みですとか、そういう視点も非常に大事なものがあるのかなということも

ございますので、ぜひそういった視点でどうするかという意味で制度をどうす

るかということを、やはり今後新計画、長期計画の中でもぜひ検討させていた

だければというふうに思っています。 

委員長 産業課長。 

産業課長 それでは鈴木委員後段の質問の部分で、商店街のリフォームですとか町並みの

部分なんですけども、商工会のほうともいろいろ情報交換をさせていただいて

おりまして、そういう話もしているところでございますけれども、非常に難し

い部分、後継者がなかなかいない、自分の代で終わったらもう店をしまうつも

りでいるというようなかたちの方が多いというふうに聞いておりまして、後継

者の部分だとか、プライベートな部分になってきておりますので、商工会自体

も非常に、事務局長の話では非常にデリケートな部分でそこに割り切って商店

を新しく改築したり、新築したりというのは非常に難しい状況であるというふ

うなかたちで聞いております。今後でありますけれども、２８年度以降の総合

計画等でも町並み、これについては公共施設も含めた町の整備にかかわってく

る部分もかなりありますので、今病院等の新築ですとか、話によると農協の事

務所についても、新しく建てるのではないかという話も聞いておりますので、

それも含めてですね、どのようなかたちにしたら平取町の町並みがきちんと計

画的に整備されていくのかというのを庁舎内等でも協議をしながら進めていき

たいと思っておりますし、商店街の町並み整備、リフォーム等についてもその

中で協議をしていきたいというふうに考えております。 

委員長 よろしいですか。それでは８４、８５、ほかにございませんか。８６ページ。

休憩いたします。それでは開始を１１時１０分といたします。 

 （休 憩 午前１０時５５分） 

（再 開 午前１１時１０分） 

委員長 再開いたします。先ほど四戸委員からの質問で一部回答されておりませんでし

たので、町民課長より説明をさせていただきます。町民課長。 

町民課長 それでは先ほど四戸委員からご質問のありました、１３款１項３目衛生使用料

１節の保健衛生使用料の墓地使用料のことでご回答をさせていただきます。先

ほどのご質問につきましては、町内の墓地でお墓を守る人が亡くなるなどして、

管理がされず荒れ放題になってしまった墓について、町で把握をしているのか
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というご質問だと思いますけれども、現状については町でこれらのことについ

て、把握はしておりません。管理されていないといいましても、一概に管理す

る方がいなくなって荒れ果てているのか、また管理する人はいても、町外にお

られたり道外におられたりでなかなか手が行き届かないということで管理され

てない場合もありますので、基本的には使用しなくなった場合には、使用者の

方は原状に復帰して町に返還してもらう規則になっておりますけれども、その

辺まず一目見て荒れているようなお墓について、地元の自治会とも協議しまし

て、まずは現状の把握をさせていただきたいと考えております。この問題につ

きましては、いろいろ新聞等でも大きく報道されまして、道内などでは自治体

の負担で撤去する動きが出てきているようですけれども、撤去するにしても４

０万円以上の費用がかかるということ、また撤去するにしてもお墓については

あくまでも個人の財産ということでございますので、以上のような問題があり

ますので、まずはその本当に荒れてしまって、現状ひどいというようなところ

をですね、調査をさせていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いい

たします。 

委員長 よろしいですか。それでは、次に歳出の質疑を行います。８８ページお開き願

います。８８ページ、ございませんか。８９、９０ページ。松澤委員。 

松澤委員 ９０ページの１３節委託料です。番号法関連例規整備委託料とふるさと寄付金

包括業務委託料について伺いたいんですが、その下の１４節の使用料の中のふ

るさと寄付金システム利用料と１９節の地方公共団体情報システム機構負担金

について、この上の二つと関連のあるものでしたらあわせて説明願います。 

委員長 総務課長。 

総務課長 ９０ページ１３節委託料、番号法関連例規整備委託料でありますが、これにつ

きましてはいわゆるマイナンバー、国民番号制度の施行に基づくその前提とな

る例規等の整備を業者に委託して実施する委託料の経費であります。その四つ

下のふるさと寄付金包括業務委託料につきましては、昨日一般質問でも質問い

ただきましたが、ふるさと納税に関しましてその返礼品及び事務等、発注や配

送等を業者に包括して委託しようというふうに考えておりまして、その経費、

ちなみにこの１１８万円というのは先ほど歳入のほうで２００万を計上いたし

ておりましたが、そのうちの５９％、返礼品について寄付金の半額程度を見込

んでおりまして、残りの９％は業務手数等々に関する委託料と見込んでござい

ます。１４節のふるさと寄付金システム利用料につきましては、昨日も一般質

問いただいたなかでお話し申し上げたインターネットのふるさと納税に関する

インターネット専門サイトでありますふるさとチョイスというのがあります

が、それのシステムに入っていって、商品、返礼品等の写真等の掲示をさせて
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いただくための経費であります。１９節の地方公共団体情報システム機構負担

金というのは、先ほど申し上げましたマイナンバーの関係で全国に中間サーバ

ーというもの、すべての住民の記録を集める中間サーバーというものがありま

す。それは、日本に２か所、関東地区と関西地区に２か所おきますが、そのた

めの経費としましてこれは国から１０分の１０分の全額の補助で４４１万７千

円、１０分の１０の補助をいただいて町がこの金額を支出するものであります。

これはマイナンバーに関するものであります。申し訳ありません。よろしくお

願いします。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。山田委員。 

山田委員 今のマイナンバー制度の負担金でございますけども、１３節の整備委託料も含

めましてこのマイナンバー制度でチラシ、国からのチラシで平村議員の一般質

問の中で説明されたんですけれども、このマイナンバー制度をすると事務手続

だとか今までの住民が来て書いて、受け取ってそれに対してやってくれるとい

うシステムがなくなるというか、番号の札を持っていけば簡単に事務処理がス

ピーディーに行われるという認識で理解してたんですけども、それを含めると

そういう事務的なことが負担が軽減されるということを考えると、収入の中で

総務の手数料として戸籍だとか住民票、これの手数料がまたいただけるという

ことで前年と同じ程度の収入を見込んでおられるんでしょうけども、このシス

テムを利用するとかなりの負担軽減ができるということで、この辺の手数料的

なものは変わらないでしょうか。値段も含めて。 

委員長 総務課長。 

総務課長 その事務手数料の部分につきましては見直しというのは考えてございません。

以上です。 

委員長 よろしいですか。平村委員。 

平村委員 １０番平村です。８９ページの、１番の報酬なんですけどこの科目の委員報酬

に関連して伺いたいんですけども、各種の委員の任命、委嘱に当たっては、内

規で一定の年齢制限をしていると聞いたことがあるんですけれども、現在の取

り扱いはどのようになっているのかと、委員の中で、けっこう年齢が後期高齢

の人に達しているような、公職についている人が何人かいるような気がしてい

たんですけれど、その辺の実態もどうなのかと、委員の中でも公職でいろんな

のにだぶってほとんど任命されている人がいるんですけど、やはり多くの住民

の意見を聞くためにも、ただ団体の長だとか、そういう任命の仕方じゃなくっ

て、その団体からいろんな人を出していただくような方法をとるとか、やはり
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多くの住民の意見を聞くためには、そういう方法もあるのではないかと思うん

ですけれど、今現在、各種の委員、この町のばかりじゃなくて一般の・・でな

くても各委員に任命されているその名簿は年齢等、公表できないんでしょうか。

その辺をお伺いしたいと思います。 

委員長 総務課長。 

総務課長 各種委員の任命、年齢実態の質問でございます。今、資料を持ち合わせており

ませんので、後刻報告をさせていただきたいと思います。委員のいろいろこう

重複して委嘱している委員の関係でありますが、町内、役場内、多岐にわたっ

てございますので、私どものほうで今すぐすべてに対して答えられるわけでは

ありませんが、なかには公募で入っていただいている方もいらっしゃる。各種

団体の長がいろんなとこに入るというのは、町の中心的にいろいろこう、やっ

ていただいている委員さんですので、どうしても仕事に関係するもの、あるい

は総合的な審議会みたいなところにもそれぞれの職域やあるいは委員さんとし

て出ていただけるということもありますので、一概に制限を加えるという、町

としてここに入ってますからこちらご遠慮くださいというのはなかなかできな

い部分があります。あるいは各課でそれぞれの必要性があって任命させていた

だいてるという部分もありますので、町として、現在制限を加えるというよう

な考え方は持っていないのが実態でございます。以上です。 

委員長 

平村委員 

よろしいですか。平村委員。 

いろいろと公募の場合もありますけれども、もう少し確認してほしいのと、内

容がわかれば後でもらいたいと思います。そのほかに１３節の委託料の中で、

財務会計システム改修委託料の内容についてなんですけれども、二つほどシス

テム整備委託料とそれから行政情報システム事務機器の委託料っていうの、そ

れの二つなんですけどその辺はどういうことをやるのか、その改修委託料って

いうのの内容をお聞きしたいのと、あと、新地方公会計制度に基づいて財務諸

表についていろいろと前にも質問したことがあるんですけれども、２４年度の

決算では公表しているが、２５年度の決算分は公表されていないと思います。

また、この先の話にはなりますけれども、２９年度までに固定資産台帳の整備

とか複式簿記の導入について、総務省のほうから通知が来ていると思いますけ

ど、今後の対応について教えていただきたいと思います。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。財務会計システム改修委託料ということでございますけ

れども、平成２４年度から財務システムの電算化に向けていろいろ取り組んで



- 27 - 

まいりまして、やっと本格的な稼働ができるというところでございまして、そ

れにかかる債務負担行為の分の委託料が大まかでございますけれども、あとプ

ラスですね、いわゆるカスタマイズと言いましょうか、私どもの会計システム

にあったいろんな小さな改修みたいのをどうしても余儀なくされるというよう

なこともございまして、その辺がプラスされているというようなところでござ

います。それから財務諸表作成支援委託料、これは毎年主に財産等の分析等に

かかる委託料というふうに考えていただければけっこうでございますが、これ

も同額を２７年度も計上させていただいております。今２５年度分の公表に向

けて作業を進めておりますので、近々また２６年同様、公表させていただきた

いと存じます。それから、総務省が提唱する財産等の公表等についても、今回

財産管理費等でも計上させていただいた公有財産のトータル的な管理、いわゆ

る電算化を電子化を含めてきちっとした整理をいたしまして、その辺に対応で

きればなというふうに考えてございますので、その辺のやり方等もいろいろ関

係機関のご指導をいただきながら進めてまいりたいというふうには考えてござ

います。以上です。 

委員長 総務課長。 

総務課長 今１３節の委託料の行政情報システム機器保守委託料等のご質問でございます

が、これにつきましては、税、あるいは戸籍等の住民記録を町は管理しており

ますが、それのシステム、電子計算機のシステム等の機器の保守関係の委託料

であります。以上です。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ私からなんですけど、ふるさ

と納税についてなんですが、以前委員会の中でもご質問いたしましたが、平取

町民が他町へ返礼品を目的に納税することで受けられる控除額というのがどの

くらいかというのを後ほど示してほしいんですけど、数字的なものは、持って

おられるんなら公表してほしいんですが。それとですね、こういったことに関

して他町で控除額のほうがはるかに上回っているという問題もありますんで、

そのことに対する今後の対策等、お知らせいただきたいと思いますがいかがで

しょうか。総務課長。 

総務課長 ふるさと納税の税の関係の控除のご質問でございますが、いろいろ所得等によ

ってもですね、変わってきますが、一概に言いますと、仮に３万円の寄付をふ

るさと納税でいただいた場合に、住民税と所得税で２万８千円の控除が受けら

れる、というイメージを持っていただきたい。従いまして、２千円の実質負担

で、返礼品が受けられるということで、これにつきましては相当ある町では２

億とかある町では９億とか、ある町では１２億とか、すごい金額になってござ

いますが、これについては、そういう意味で税の控除の面で魅力があるという
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ことであります。所得税は、その年の所得税を計算して控除になりますが、住

民税は翌年の計算、前年の所得に基づいて翌年の計算でありますので、その控

除が受けられるタイムラグというのはあるんですけれども、総合的に考えまし

て、例えば２千円の実質負担で、３万円であれば１万円とか１万５千円の何か

返礼を貰うとすれば、実質的にすごく、ふるさと納税する方にとっては魅力が

あるというふうな制度であります。各町とも、現在のところ交付税にこれは算

定されてないという状況ありますので、競争というかですね、そういった、様

相を呈しているということであります。基本的に、ふるさと納税というのは、

昨日も平村議員から一般質問いただきましたが、ふるさと平取に生まれて、都

会に出て、それを、ふるさとを思って自分のふるさとに対して、寄付をするこ

とによる控除というのが本来の考え方でありますが、現状においては残念なこ

とではあるかもしれませんが、返礼品のために、寄付をしていただいていると

いう全国的にはそういった傾向が強いかなというふうに考えてございます。た

だ、町といたしましては、その返礼品を生産あるいは販売する方の所得につな

がるということと、町の特産品のＰＲにもなるということ。もうひとつは町の

自主財源が増えるというこの三つの点でですね、やはり各市町村ともこれにつ

いては、力を入れておりますし、力を入れはじめているということで、当町は

今までそんなに積極的にはＰＲしておりませんでしたが、こういう昨今の情勢

でありますので、インターネット等に掲示、掲載することによってよりいっそ

うＰＲさせていただきたいというふうに考えてございます。以上です。 

委員長 質問に合致した答えなのかどうかっていうのちょっと疑問なんですけど、控除

額が今のところは、はっきりはなかなかつかめないというようなことなんです

か。町全体に入る町税としてはどういった数字になるととらえているのかって

ことを聞きたいんです。 

総務課長 そこについてはですね、今資料を持ち合わせておりませんので、後刻ご報告さ

せていただきます。 

委員長 それと関連なんですけど、町長の昨日の答弁のなかでも、ふるさと納税のあり

方自体について少し言及されておりましたが、ある市では里山の再生にこの制

度を利用したところ、５００万の事業を予定していたが、その倍近い納税があ

ったと。しかも返礼品なしにそういったことが行われたという事例が、テレビ

等で報道されておりましたが、そういった純粋にふるさとを応援したいという

意味での納税のあり方も、先ほど総務課長も言っておりましたけど、そういっ

たことも本当に探っていこうというかそういった方向も考えてみたらどうなの

かなというのが今返礼品のことでずいぶん過熱していることが報道されており

ますが、義経神社の桜を再生させるだとか、とんぼの公園作るだとか、蛍の住

める川づくりだとかってそういうことに対して、返礼品のない純粋なふるさと
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の応援をしましょうというようなふるさと納税というものも考えていかなきゃ

ならないんじゃないかなと思うんですけど、その辺の考え方ってどうでしょう

かね。総務課長。 

総務課長 委員長が今おっしゃったように、本来的な意味でのふるさと納税の使い道とい

うのは、今おっしゃったようなことであるというふうに私ども認識をいたして

おります。現状、先ほど申し上げましたが、各市町村ある意味で過熱している

状態にはありまして、これが完全に正常なものかどうかっていうふうに尋ねら

れますと、疑問な部分ありますが、今委員長言われたご趣旨も、町として十分

考慮、頭の中に入れながら現状の情勢と照らし合わせながら今後も検討してま

いりたいというふうに考えてございます。 

委員長 藤澤委員。 

藤澤委員 藤澤です。関連して質問を申し上げます。委員長言われたように例えば今蛍が

住めるようなとか、いろいろ言われはじめまして、まさに平取町長とゴルフが

できる商品だとかって、いろいろ今全国的にそういう方面が広がってきてるん

です。そこで伺いたいのは、私はちょっとうろ覚えで確認したいということで、

後でも結構ですけども、所得税の額か、住民税の何らかの税額以上超えること

ができない。例えば私が、仮に所得税とします。私が所得税３万円を払ってる

から、１０万も３０万も４０万１０回も２０回もできるということではないは

ずだったと思いますがその辺も確認願います。 

委員長 総務課長。 

総務課長 おっしゃるとおりです。税の税額控除でありますので、その方がお支払いにな

っている税額を超えることは、できないということであります。あくまでもお

支払いになっている税額が上限ということの仕組みであります。以上です。 

委員長 ほかございませんか。なければ、９１、９２ページ。９３、９４ページ。千葉

委員。 

千葉委員 ６番千葉です。９３ページの町有林管理費のことについて、委託料なんですけ

ども伺っておきたいと思います。山火事巡視委託料、こういったことでありま

すけども、どうも私ぴんとこないんですが、山火事を巡視する委託料、まあこ

れ委託先とか巡視の回数とかそれによっての効果どうなのかなっていうの全く

ちょっと勉強不足なところもあって知りえてないんですけど、その中身につい

てちょっと中身をお知らせいただきたいと思います。 
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委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。山火事巡視委託料ですけれども、内容については山火事の

予消防ということで、町内の林道ですとか、そこを見回りしまして、春先につ

いては山菜等を採りに入る方がかなりいるということで、その車のナンバーを

控えさせてもらったり、実際に入っている人にくわえタバコだとか、火には十

分注意をしてくださいというようなチラシを配ったりで予消防に当たっている

というようなかたちになってございます。これについては平成２６年から委託

料にかわっておりまして、それ以前については町内全部の林道を見ていなかっ

たということで、職員ですとか森林組合の職員が順番で回っていたところであ

りますけれども、それを２６年から委託をしてすべての林道を回るというかた

ちで、その人件費ですとか、車両を出してる部分の料金ですとか、そういう部

分で計算をして委託料として支出をしております。委託先については町内の民

有林等を熟知している森林組合のほうに随意で委託をしてるというかたちにな

ってございます。以上です。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 これはあくまでも町有林のみですよね。大事な町有財産である町有林というこ

とで、ほかの例えば道有林とか国有林も同じようなかたちでこれ委託したり、

あるいは自前で巡視したりという情報はちょっとわからないんですけども、先

ほど課長の回答でありましたその山菜時期とか、そういった時期の火災予防、

啓蒙活動も多分入ってくると思うんですけども、この算出してるその委託料の

６９万円が高いとか安いとかって言ってることではないんですね、私言ってる

のは。それによって効果が得られる部分というのは、何ていうのかな、私は極

端なこと言ったらその時期毎年やってくるわけですから、私は啓蒙活動そのも

の自体でなんとか火災予防になるのとはまたちょっと違うのかね。やっぱり巡

視して歩く必要性が本当にあるのかなというのはちょっと疑問なんですよね。

ほかの国有林とか道有林はどんな状態でやってるのかっていうのをちょっと知

りたいんですけど。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。町内の町有林を中心として、見回りをしておりますけれど

も、民有林も途中に入ってるということでその林道を全部回るようなかたちに

なってきております。それで啓蒙活動で十分足りるのではないかということで

ありますけれども、山菜時期にはかなり町外の人、札幌ナンバーの車ですとか、

全道一円から車が入ってきてるということもありまして、その方たちにチラシ

等を配って、山火事には十分注意をしてくださいということも啓発していきま
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すし、車の停め方が悪くて一般の農作業ですとか、山の作業等に支障をきたす

ということもありますので、そういう部分もあわせてパトロールして歩いてい

るということでございます。ちなみに平成２６年度巡視の日数については、雨

等あった場合については回らないということもありますけれども、４７日間、

４月の上旬から５月いっぱいぐらいまで回るということで、２７年度について

も４月１１日から５月３１日までの５１日間を予定しているところでありま

す。以上です。 

委員長 

藤澤委員 

藤澤委員。 

９番藤澤です。ただいまの産業課長の答弁でございますがちょっと余談になる

かもしれませんが、私も山菜、きのこにはずいぶん足を運ぶほうでございまし

て、３年前だったでしょうか４年前だったでしょうか、里平で子熊が射殺され

て母親が怒り狂ってるという状況を知らずしてですね、山に入りました。まさ

にその現場に入りました。そのとき、里平ですから、隣町ですが、腕章付けた

方がですね、こうこうこういう状況で、母熊が荒れ狂ってると、すぐ出なさい

と。ありがたい指導を受けました。で、確か翌日だったか捕獲されたような記

憶残っておりますので、ぜひそういう山菜採りに対しての情報提供もお願いす

るように、日ごろ思ってましたのでこの際、発言をいたしました。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えしたいと思います。最近は冬でも冬眠しない熊が出てきたりですとか春

先はかなり熊が出てくるということで、町民課のほうで熊の出没情報等も出し

てきておりますので、それを踏まえてですね、山に入る方に情報提供、周知を

していきたいというふうに考えております。また先ほど千葉委員から質問あり

ました国有林ですとかそういう部分どういうふうになっているかということで

ございますけれども、国有林の部分については国有林森林管理署のほうで定期

的に見回りをしております。また民有林のなかでも三井あたりは自分たちで山

の部分について巡視をしていったりということでやっているようなかたちでご

ざいまして、町のほうは町有林及び一般の方の民有林も含めて巡視を行ってい

るというような状況になっております。 

委員長 ほかございませんか。なければ９５、９６ページ。松澤委員。 

松澤委員 ９５ページ、１１節需用費の印刷製本費ですが、２年連続の増に期待している

んですけども、町の広報紙は町政と町民をつなぐ大事なものだと思っておりま

す。それで、読む人は高齢者も多いことを考えて、例えば文字とか大きくとか、

色とか、いろいろ今まで言ってきたんですけども、全部字ばっかりずっとあり
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ますと、読む気もなくなってきてしまうこともありますので、全部読まなくて

も、例えば高齢者の方はこのページ、字をさらに大きくするとか、連載ものを

つくるとか、一歩進んで町民の方がくることが楽しみになるような、そういう

ものにしていただきたいと常々思っていますけども、何か中身について新しい

計画などを考えていらっしゃるでしょうか。ページ数とか色だけでなくて、中

身についても期待しておりますが、どうでしょうか。考えておりますでしょう

か。 

委員長 総務課長。 

総務課長 お答え申し上げます。広報あるいはまちだよりのご質問であると思いますが、

今ご意見いただきましたように高齢者の方にとって字が小さいという部分、あ

るいは限られた紙面の中で相当いろんな情報を載せたいところでありますが、

相当割愛して掲載させていただいているということと、やはりそこがちょうど

なんて言うんでしょうかね、難しいところではあるんですけれども、私どもの

ほうには苦情というか、字が小さくてまちだより、広報が見えないというのは

来てはいないんですが、今松澤委員言われたような町民のご意見があるとすれ

ば、それも重要なご意見ですので、今後、そのことも含めまして検討させてい

ただきたいというふうに考えております。 

委員長 よろしいですか。今後、何かこう町民が積極的にというか、好んで読むような

施策みたいのは何かございますかっていうのも含まれていると思うんですけ

ど。総務課長。 

総務課長 

委員長 

そういう企画もですね、今後そのいろいろと紙面作るなかでは大変重要なこと

だと思います。特集記事ですとか、たくさんの人に読んでいただくためには表

紙の部分や特集の記事の部分、あるいはシリーズだとかそういうかたちで、現

在においても、保健福祉シリーズですとか、教育委員会のページですとか、そ

ういった焦点をあてて作らせてはいただいてるんですけれども、先ほどおっし

ゃった字が多いという部分だとか含めて、写真だとか図だとか表だとか絵だと

か、そういうことも含めて、より読みやすいものにはしていきたいと思います

が、現在具体的に何かその計画があるということではありませんが今後検討し

ていきたいと思います。よろしくお願いします。 

よろしいですか。ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 今の松澤委員と同じとこの広報関係なんですけれども、やはり広報の担当者は

もう少し町の中に出て行っていろんなのを取材したらいいと思うんですよね。

前に広報担当にこういう事業やるから来てほしいって言っても断られました
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し、やはりマンネリ化したって住民が言ってるように、やはりそういう何かの

行事のときは、たとえ日曜日でも出向いて行ってやっぱり取材するとか写真を

撮るとか、そういう努力が何か欠けてるように思いまして私はわざわざお願い

したんですけど、日曜日だったもんですから、お断りされて来なかったんです

よね。ですからやはりうちの広報マンもやはりね、道新だとかそういう民間の

ね記者と同じようにやっぱり出向いていろんな記事を集めることも大切ではな

いかと思うんですけどその辺の、どういう考えで課長がいるかちょっとお聞き

したいと思います。 

委員長 総務課長。 

総務課長 広報の担当者、休みの日、土曜日でも日曜日でも出向くという、それは当然の

ことであると思います。けっこう土日はいろんな行事がありますので、町の行

事予定等々いろいろ勘案しまして、出払っていることが多いです。ですから、

確認はしておりませんが日程がぶつかっていたのかもしれませんが、いずれに

しましてもそういった外に出て足で稼いで、取材をして記事を作るということ

は、最も基本的で重要なことであると認識しておりますので、今後ともそのこ

とに注意をして広報に活用させていただきたいというふうに考えています。以

上です。 

委員長 ほかございませんか。なければ９７、９８ページ。松澤委員。 

松澤委員 ９８ページの１９節地域公共交通活性化・再生総合事業負担金なんですが、デ

マンドバスを直営にしたことにより予算が約半分になっているようなんですけ

ども、そのことにより内容等はどのように変わっているのかお聞きしたいと思

います。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

お答えいたします。この負担金に関しましては地域公共交通活性化協議会への

負担金ということで、デマンドバス事業含めて基本的にはその協議会が行うと

いうものになってございます。今までの経緯のなかでそういったデマンドバス

の運行等も含めて専門的な業者に委託をしていったというところがございまし

て、ただもうある意味、実証運行も済んで本格的な運行に移行できるというよ

うな時期にもなってまいりましたので、そういった事務的な経費はやはり直営

といいましょうか事務局でやれる、スキルといいましょうか、そういうのがつ

いたんだという判断の上でですね、専門的な業者への委託分を減額したという

ことで、ほとんど半分ぐらいの事務費になってますが、そういうことでの減額

というふうにお取りいただければと思います。 
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委員長 ほかございませんか。松原委員。 

松原委員 ７番松原です。９８ページの委託料に関して、バイオマスの産業都市構想策定

業務委託料なんですけど、これはどんな事業でしたか。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

これはバイオマス産業都市構想ということで、農林水産省がこういったことで

こういった構想を立てた自治体を指定することで、バイオマスに関するいろん

な施策等の導入等がより図られるとそういうようなものでございまして、２５

年度にこれに関する基礎調査を農水省の支援もいただきながら行ったというよ

うな経緯がございまして、私どもすぐこういうものに手を挙げていきたいなと

いうこともあったんですけども、ちょっと１年間、おきましてですね、来年度

はぜひ、北海道からもですね、ぜひ手を挙げろというような勧めもありますの

で、これに向けて準備を進めるための経費ということでありまして、主に私ど

もの再生可能エネルギーとして、うちの町に賦存する量が多いのはやはり木質

になるだろうというようなことも含めてその辺を主に構想を立ててまいりたい

というふうに考えてございます。 

委員長 ほかございませんか。安田委員。 

安田委員 １１番安田です。９８ページの第１節の報酬でちょっとお伺いしますけれども、

景観審議会委員報酬というのがあるんですけども、昨年審議会何回ぐらい開か

れたのか、その内容ちょっとお知らせ願います。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

この報酬に関しましては２６年度も同額を計上させていただいておりますけれ

ども、２６年度実績としては１度も開催されてございません。審議の案件とい

いますか、そのものが無かったというのが一つの要因でもありますけれども、

２７年度におきましては文化的景観の第二次選定等の作業が進むというような

ことでございまして、それに係る条例なり、大元の景観計画の変更等も出てく

るかなというようなことで、実は任期ももうすでに切れてるということもあり

まして、改めて新年度、募集をさせていただきながら、対応を図りたいなとい

うふうに思っております。 

委員長 ほかございませんか。平村委員。 
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平村委員 １０番平村です。８の報償費なんですけれども、９８ページの。外部専門家謝

金、地域づくりインターン事業協力者謝金とその二つなんですけれども、昨年

度もこの金額を３２００万ほどあったんですけど、今年は減らしているんです

けども、この専門家を養成している具体的なその内容はどういうことをやって

いるのか、今年もまた計画はどのようなことをやるのか、その辺をちょっとお

伺いしたいと思います。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。報償費１６２万円につきましては外部専門家謝金で１６

０万、２６年度は３２０万円を計上してございましたけども、半分の額を２７

年度は計上させていただいております。この謝金につきましては、企画費では

計上しておりませんけども、今４名の方が地域おこし協力隊としてわが町で活

動しているということもございます。その活動に対してやはり３年をこえた後

の定住に向けたいろんなアドバイス等を専門的な立場から、助言いただくとい

うようなことを主にですね、２６年度も月１回のペースで、この方は東京の方

で総務省の地域づくりアドバイザーもやられてる方なんですけども、全国を回

ってそういった協力隊事業等の情報を持っているというようなことからうちの

町もそういった視点で、外部的な視点でぜひそのアドバイスをお願いしたいと

いうようなことでの報償費を組ませていただいております。これは一般財源で

ありますけども、特別交付税で措置されるということもございまして、それが

３年間で、段々減っていくような措置になっておりまして、その措置額にあわ

せた今回の予算措置ということになってございます。地域づくりインターン事

業協力者の謝金はこれもう毎年２７年は８回目になりますけれども、都市圏か

ら学生を呼んで、一定時期うちの町でいろんなことに携わっていただくという

ことで、本当に農業ですとかいろんなところのホームステイをしていただくと

いうことで、そういうお世話になった方への謝金というようなことで毎年計上

しているものでございます。 

委員長 ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 もう一つ、１３節の委託料の中で、前年度は花菖蒲とか植栽の業務で委託料が

あったんですけれども、今年はこれが計上されてないんですけども、去年花菖

蒲のところも全部植え替えしたりして手入れはしてたようなんですけど、その

経費は今年はどこにもみてないような感じだったんですけど、どっかにみてる

んでしょうか。 

委員長 まちづくり課長。 
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ま ちづ く

り課長 

委託料昨年度１９万円を計上しておりまして、今ご質問にあったとおり、もう

かなり株として寿命がきてるという判断をいたしまして、一回全部植え替えを

行いまして、今年、多分きれいな花が咲いてくれるというふうに思ってます。

その部分は減額しておりましたけども、通常の草刈りとかですね、そういうも

ので手数料の中に組んでございまして、手数料では３万２千円、これは事業団

に委託して主に草刈りでございますけども、私どもも一緒になってそういった

作業にあたるというものは計上させていただいております。 

委員長 ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 同じ委託料の中で、二風谷地区再整備事業実施設計委託料っていうのがあるん

ですけど、これは２６年度にも策定するっていうようなことは書いてあったん

ですけど、この辺の中身的にどのような二風谷地区再生が計画されて策定され

たのかなんかよくわかんないんで、もしわかればその辺を教えていただきたい

と思います。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

２６年度計上したものは二風谷地区の再整備事業の基本計画の策定委託料とい

うことで３００万円計上させていただいております。今ですね、二風谷地区の

主に博物館周辺の整備をどうするかというようなことを中心に今地域の中に入

って地区の方々と、それから東大名誉教授の篠原先生も、こういうところに非

常に知見の深い方ですのでいろいろアドバイスいただきながら今進めていると

いう状況で、対地域としての話し合いは全回終了しましたので、成果品が間も

なく出てまいりますので、実施計画に移る前にぜひ議会の皆様にも情報提供し

ましていろいろご意見を賜りたいというふうに考えてございます。これはいわ

ゆる、白老の博物館が建つというようなこともございまして、やはりそことど

う連携を図るかという非常に北海道としてもアイヌ文化が色濃く残る大きな地

域の一つという捉えで、わが町もそれにやっぱり連動するような整備を今から

やっておかないとだめだと、そういう考えのもとにはじめておりまして、この

辺もぜひ来年度、具体的な設計、次の年、これは総合計画でまた議論になると

ころですけども具体的な事業に向けて準備を進めたいという意味での予算措置

となってございます。 

委員長 休憩いたします。再開は１時からといたします。 

    （休 憩 午前１２時００分） 

   （再 開 午後 １時００分） 



- 37 - 

委員長 それでは再開いたします。最初に歳出８９ページ、報酬について平村委員から

質問のあった内容について、総務課長より答弁がございます。総務課長。 

総務課長 平村委員らご質問のありました各種委員さんの年齢のご質問についてお答えを

いたします。町が議会に対して議決を要する公職者、例えば監査委員ですとか

公平委員さん、選挙管理委員さん、教育委員さん、固定資産評価委員さんの、

議決を要する公職者さんの場合については、おおむね町としては７０歳を目途

にその年齢を超えない方をご推薦して議会の同意を得ようとさせていただいて

おります。特にそれは明文に規定はございませんけれども、おおむね７０歳ま

でということにさせていただいております。それ以外にですね、各私どもの課

ですと表彰審議会ですとか、あるいは行財政改革審議会等の審議会の委員さん

におきましては、委員構成の中に各団体や各地域から出ていただいている方も

いらっしゃいます。その場合は、その団体、地域の内部事情等ございますので、

その場合、仮に７０歳以上の方が推薦されてきた場合については、それをお断

りするということはいたしておりませんが、現状７０歳を超えている方もいら

っしゃるかもしれませんけれども、そこの部分については各団体の内部事情に

お任せしているというのが現状であります。以上です。 

委員長 今の答弁のことについてご質問ございませんか。平村委員。 

平村委員 質問ではないですけれども各団体から出てきている人が７０歳以上超えている

ということなんですよね。ですけど必ずしもその団体が長が出てこなければな

らないっていうそういう規定はあるんでしょうか。 

委員長 総務課長。 

総務課長 特にそれはございません。各団体のご推薦というか内部事情で、どなたか出て

いらっしゃるということであります。以上です。 

委員長 よろしいですか。それでは歳出の９７、９８に戻りますが、質疑ございません

か。なければ９９、１００。１０１、１０２。平村委員。 

平村委員 ９８ページの１３節の委託料なんですけど、バイオマス産業都市構想策定業務

委託料っていうんですけど、このどういう構想を策定しようとしているのかち

ょっと中身を教えていただきたいと思います。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く お答え申し上げます。先ほどもちょっとお答えしましたけども、２５年度にで
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り課長 すね、バイオマス産業都市という指定を受けるべく調査を行っておりまして、

農林水産省がもとになってそこに指定を受けることでよりバイオマスに関して

の財源ですとか、そういうのも確保しやすくなるというようなメリットもござ

いますので、ぜひですね、来年度それに向けて準備を進めたいということでの

専門業者の委託ということでとらえていただければと思います。 

委員長 ほかございませんか。１０１、１０２ページ。鈴木委員。 

鈴木委員 １００ページの関係で質問したいと思います。７節賃金、昨年と同じ１２名分

ということでありますけれども、マイナスというかたちであります。あと、光

熱水費のところでもですね、前年度２６年度予算からみると大幅に減っている

のかなということがありますんで説明いただければと。また１９節の関係で堰

堤維持管理費負担金、２６年度までは別な名称のかたちででていた、それが名

称がかわったのかというような感じでは受け止めておりますけども、内容につ

いてひとつ説明いただければと。名称の変更の理由も含めてお願いしたいなと

いうふうに思います。 

委員長 アイヌ施策推進課長。 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それではまず賃金につきましてですけれども、これにつきましては平成２６年

度から嘱託職員ということで採用をさせていただいておりまして、その基準に

従いまして積算をしたということになってございます。その結果として、６０

万９千円の減ということになっているということになります。それから光熱水

費につきましてはそれぞれ必要なものについて実績に基づいて積算をしたとい

うことでこの変化ということになってございます。それから、使用料、賃借料

につきましてはこれについては新しい車両を入れ替えるということがありまし

て、それらについての、入れ替えにともなう増というようなことで考えている

ところでございます。以上、ちょっと十分に把握できてませんけれども、説明

としたいと思います。 

委員長 まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。２６年度の表記といたしまして、特定多目的ダムの利水

者負担金というようなかたちの表記でございましたけれども、沙流川総合開発

事業につきましてはですね、すでに平取ダム部分については、納付が完了して

いるというようなこともございまして、二風谷ダムだけの維持費に関する１０

００分の１．９の平取町負担金ということでございまして、名称が国のほうか

ら通知のある名称に改めさせていただいたといいましょうか、こういう名称で

きておりますので、それに整合性をとったということでご理解いただければと
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思います。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ１０１、１０２ページ。１０

３、１０４ページ。松澤委員。 

松澤委員 １０３ページの７節賃金ですが、先日のご説明で管理人賃金を一般管理費のほ

うへということで嘱託職員が１名ということになったというご説明だったんで

すけども、嘱託職員になった場合でもこの管理人代替賃金というのはまだ必要

とするのか、仕事の内容によってはこういうことが必要なのかっていうことち

ょっとお聞きしたいと思います。 

委員長 文化財課長。 

文 化 財 課

長 

お答えいたします。ここの賃金はですね、工芸館の管理人賃金ということで計

上しておりまして、これまで二風谷民芸組合の推薦を受けて決定しているとい

う経緯がございます。２６年度予算では半年勤務の２名体制ということで計上

しておりましたけれども、２７年度からは１年間の通年雇用ということでござ

いましたので、通年雇用であれば、議員が今申し上げましたとおり嘱託扱いに

なるということで、一般管理費のほうに組み替えて計上しております。ここに

計上しております８５万は、その方の土日、祝日、年休取得時の純然たる代替

賃金ということでございますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。

委員長 ほかございませんか。なければ１０５、１０６ページ。１０７、１０８ページ。

松澤委員。 

松澤委員 １０６ページの委託料です。住民年金特徴・電子申告ＡＳＰ利用料とあるんで

すけども、この電子申告ＡＳＰっていうのは、これもシステムのサービス、レ

ンタルで借りれるサービスということなんですけども、さまざまな科目で管理

システムの導入委託料とか保守委託料とでてきているんですけども、今までい

ろんなことをシステム料として払ってますけども、このＡＳＰというのはイン

ターネットを通じて顧客にアプリケーションでレンタルするサービスというこ

となんですけども、今までのもののなかでこれとても格安っていうもののよう

なんですけども、今までのもののシステムの中でこちらのほうに移行できるも

のっていうのはあるのでしょうか内容的にちょっとわからないので教えてほし

いんですけど。かなり予算的にはこのＡＳＰのほうがお得なようなシステム、

内容なんですけど。 

委員長 税務課長。 
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税務課長 ＡＳＰについてはですね、その略称があるんですけども、それは後ほどお答え

したいと思いますけども、ここに出てる電子申告等のサービスについては地方

税における手続を電子的に行うサービスシステムのことでして、電子申告シス

テム、あと年金特徴システム、国税連携システムにより構成されています。通

称ｅＬＴＡＸ（エルタックス）といわれていまして、運営は地方電子化協議会

が行なっていまして、当町では２２年３月からすでに法人町民税の導入を行っ

ており、平成２５年度には固定資産税の償却資産や個人住民税についても導入

済みとなっております。電子申告サービスとしては地方税における手続を会社

あるいは税理士事務所などからインターネット経由で直接行う申告サービスと

なっております。電子申告で利用可能な手続としましては法人町民税において

は中間申告、確定申告、修正申告などがあります。年金特徴システムに係るサ

ービスとしては日本年金機構等の年金保険者が所有する年金支払いデータをエ

ルタックス経由で市町村が電子データで受け取るサービスとなっています。国

税連携システムに係るサービスとしては、国税庁等が納税者等からｅ－ＴＡＸ

（イータックス）、これは国税システムのことですけども、国税システムにより

送信を受けた所得税確定申告データや紙ベースの確定申告書を電子的手段によ

り国税庁からエルタックスを介して市町村は電子データで受け取るサービスと

いうことになっております。以上です。 

委員長 松澤委員。 

松澤委員 わかったようなわかんないようなですけども。要するにＡＳＰっていうシステ

ムは買い取りではなくて使用規模に応じた利用料を支払うだけの、それこそシ

ステムをレンタルしてくれるサービスということなので、今までかなりのシス

テム料とかいろいろかかってますけども、この方法に平取町でかかってるシス

テム保守料金とか導入の料金とか、これに変えることによって予算を減らすと

いうことは考えられるシステムではないの、これは何か新しくできたシステム

のようなので、今までのものをかえていくという可能性のあるものではないの

かなと思ったものですから。 

委員長 税務課長。 

税務課長 ＡＳＰ、このＡＳＰサービスというこの言葉自体はもう３年、４年も前から予

算書にこういう表記をされているというふうに考えてまして、今松澤委員おっ

しゃるようなことを意識してということではないということなんですけれど

も、ＡＳＰサービスのＡＳＰの略については先ほども言いましたように今資料

持ってきてませんので後ほど回答したいというふうに思っております。 

委員長 松澤委員。 
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松澤委員 ここで私が質問したのが悪かったのかもしれません。ここにＡＳＰって言葉が

出てきたものですから、それを調べてたらこういう内容のことが出てきたもの

ですから、町全体としてっていう意味での質問だったんですけども。わかりま

した。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ１０７、１０８ページ。１０

９、１１０ページ。１１１、１１２ページ。１１３、１１４ページ。松原委員。

松原委員 ７番松原です。１１４ページの、１９節補助金、地域協力隊のことでちょっと

確認というか、今地域おこし協力隊で３年後に平取に定住するとかっていうこ

とでいろいろ活動してもらっていますけども、このなかで商工観光だとか農業

分野のからみが活動の中に入って、定住をやっているんですけども、平取町の

観光課なり産業課との連携っていうか、そういうものはどのようなかたちで進

めて行くのか、お伺いしたいです。 

委員長 産業課長。 

産業課長 地域おこし協力隊の観光関係と農業関係の部分でどのように連携してるかとい

うことでありますので、その点にお答えしたいと思います。産業課で持ってお

ります平取町の観光協会、商工観光係のほうで事務局を持っておりますけれど

も、現在、観光協会の独立化ですとか法人化等についていろいろと提言ありま

したし、観光振興プロジェクトの中でも観光協会の独立がよろしいのではとい

うようなかたちで出してきておりますので、今庁舎内のプロジェクトで観光協

会のあり方、また組織のあり方について検討しているところでございます。最

終的な決定にまだ至っておりませんけれども、方向としては全く独立をさせて

もなかなかほかの市町村の状況をみてもうまくいってない部分、大きな市です

とかそういう部分ではかなりいっておりますけれども、小さな町等ではなかな

かうまくいかない部分があるということで、まったく行政から独立させたよう

な独立化は非常に難しいんじゃないかというような状況でございまして、その

点を考慮したようなかたちの組織、役場内での組織等を検討しているところで

ございます。どのようなかたちになるかという結論につきましては２７年度中

に精査をして、２８年度から組織ですとか機構の部分で取り入れていきたいと

いうふうに考えているところでありまして、産業課の商工観光からは離れるよ

うなかたちになりますけれども、また新たなかたちでの立ち上げを考えている

ところでありまして、その中で地域おこし協力隊員ですとかそういう方をその

組織の中に取り入れながらということもプロジェクトのメンバーのから提言も

ありますので、その辺も取り入れながらいきたいというふうに考えております

し、農業関係の地域おこし協力隊につきましても農業関係の労働力不足ですと



- 42 - 

か後継者の関係等もありますので、アイヌ施策推進課のほうで新冠町の状況だ

とかを視察に行って、こういう状況でやってるというような情報も産業課のほ

うにも入ってきておりますので、それを参考にしながら、今後地域おこし協力

隊の部分については、検討していきたいというふうに考えております。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。鈴木委員。 

鈴木委員 同じくその地域おこし協力隊の関係について伺いたいと思います。第１次とい

いますか、そういうかたちでは、ＮＰＯのほうが３名の方をというかたちで進

めてまいりました。すでに３年間終わったわけでありまして、そのうちの２人

の方々は、１人は札幌のほうへ確か戻られたと。それからもう１人の方は山林

での仕事を希望されていた人は町内でなかなかそういった仕事に就けないとい

うようなことで別の町に移動されたという話、伺っております。そういうかた

ちのなかでですね、この確かに地域おこし協力隊っていうかたちで来ていただ

いて、そして定住を目指す、そのこと自体は大変良いんでありますけども、例

えば、農業の関係ということで考えてみましても、一方では新規就農というか

たちで、毎年２戸受け入れるというかたちになっているわけでありますけども、

この地域おこし協力隊のなかにも農業関係ということの部分もおられます。た

だ実際的な面で、本当に将来就農するということが前提のような研修というこ

とと同じ内容なのかということがやはり非常に疑問といったら極端なのかもし

れないですけど、やはり本当に最初から新規就農のようにこういう、平取であ

ればトマトと。トマトを完全に目指してその農家で研修し、実践農場で研修し、

というのとはやはりちょっと違うかたちになるのかな。それが、そのことが本

当に最終的に農業を目指しているとしても農業に自信持って就農していける、

そういう体制につながるのかなということ、実は懸念しておりました。そうい

った意味でですね、最後まで本当に定住をどういうかたちで本当にしてもらえ

るのかという、その道筋をもっと行政のほうも明らかに持ちながら対応しない

と、はじめたはいいけれど次から次へといなくなるではね、やっぱり本来の目

的は達成できないんではないのかって危惧する部分ありますので、その辺の考

え方についてですね、伺っておきたいなというふうに思います。 

委員長 産業課長。 

産業課長 質問にお答えしたいと思います。今まで一般質問等でも、新規就農の関係です

とかＵターンの関係、またいろいろなかたちで就農したいという方が増えてき

ておりますので、平取町としましては新規就農というかたちで研修を１年、農

家研修１年、実践農場１年、そして３年目で就農をしていく、各種の補助金等

も入れながらそれも町が援助していくというかたちの方式が今はシステム化さ

れているところであります。前にもお答えしてきたところでございますけれど
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も、農家の後継者不足、減少に追いつかせていくためには、産地としての数字

を守っていくためには、今後ますます減っていくであろう農家数を確保するた

めに、新規就農を毎年２戸ばかりではなくて、第三者継承によります農業をや

めていく方のところに直接入って経営をしていくような方の募集といいます

か、そういう道筋ですとか、地域おこし協力隊で農業やりたいという方に対し

てどのようなかたちで援助だとか平取町に住んで農業をやることができるよう

な道筋が立てられるかということを十分検討していきたいというふうに考えて

おります。現状では鈴木委員おっしゃるとおり、３年間で地域おこし協力隊で

農業に携わっていてなかなか農地を取得したり、農業で生計を立てていくよう

なものがなかなか難しいということもありますので、平取町としては来たから

には最後まで成功して立派にやっていただけるというような道筋を立ててです

ね、それらいろんな方法を取り入れていきたいというふうに考えておりますの

で、今すぐ地域おこし協力隊入っていただいて３年後に農家になれますという

保障は今できない状況でありますので、その辺の道筋をきちんと段階を追って

１年目にこういうことをして、２年目、３年目、最終的に就農するときにはこ

ういう町からの援助、またＪＡなどの援助、その他地域からの援助があってこ

ういうふうに就農していけますというようなシステムをきちんとしてから農業

関係の地域おこし協力隊の就農については検討していきたいというふうに考え

ておりますので、今ちょっと時間がかかるかと思いますけれども、そういう方

向で検討していきたいというふうに考えております。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 平村です。１１４ページの１９節の負担金のところなんですけれども、平取町

アイヌ文化振興推進協議会に２００万っていうことで上がってきているんです

けど補助金として。これは内容はどのようなものかと、昨年度は平取町地域活

性化協議会補助っていうので上がってきてたんですけど、これと同じようなも

のなのかその辺が違うのか、内容とちょっと教えてください。 

委員長 アイヌ施策推進課長。 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

ただいまのご質問にお答えいたします。平成２６年度におきまして平取町地域

活性化協議会に対する助成金が予算措置されておりました。これにつきまして

は、平成２４年度、２５年度、２６年度と、３年間の実践型地域雇用創造事業、

これを円滑に進めるための助成金というかたちで組んだものでございます。こ

の事業につきましては、今年度の３月３１日をもちまして終了ということにな

ることから、この予算措置については、今回は見合わせたということになって

ございます。それから、平成２７年度におきまして平取町アイヌ文化振興推進

協議会補助金というふうになってございますけれども、これにつきましては、
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私どもの課で進めております国際交流事業、これに対しての事業費に対する助

成金ということで考えているところでございまして、これにつきましては、現

在別の助成団体がありますので、そちらのほうから申請をいただくと、助成金

をいただくということで事業進めておりまして、国際交流に関する事業に対す

る助成、その内のそれにかかる経費を事業費として組んだということでござい

ます。これにつきましては、平取町アイヌ文化振興推進協議会のほうで事業実

施ということから例年どおり予算を確保したということでご理解いただけたら

と考えているところでございます。以上でございます。 

委員長 ほかございませんか。なければ１１５、１１６ページ。丹野委員。 

丹野委員 びらとり温泉の無料入浴券の予算が８１３万ということで、券をもらった人が

利用してないんだと思うんですよね。それで、よく言われるんですけど、お父

さんがもらったんだけどお母さんが使いたいんだけれどもという声が聞こえる

んですけど、この券をファミリー券か家族券か何かにして、誰でも使えるよう

にはできないんですか。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。今ですね、町でやっている事業でございますが、基本的に

は６５歳以上の高齢者、障害者の方に対しての健康増進と福祉を目的とした温

泉の無料券でございますので、基本的にはそこまでは考えてございません。以

上です。 

委員長 よろしいですか。丹野委員。 

丹野委員 たいした金額増えないと思うんですよね。そんなに。温泉の利用量が増えると

使用料も増えるし、にぎわうし売り上げも上がるし費用対効果というか、これ

やることによってそんなに損はしないでもうけていけるんでないかなと思うか

ら、今後ともそういうことを考えて検討していただきたいと思います。 

委員長 副町長。 

副町長 それではお答えをしたいと思います。この無料入浴券の配付ですけども、当初

古い施設のときは、６５歳以上の老人については、１００円を負担していただ

ければ、年中１００円で入れますよというそういう制度を何とか残していただ

きたいという町内のお年寄りの方からの強い要望がございました。そういうこ

とでこのいわゆる老人対策については、指定管理者ではなくて、町で実施をし

てくださいという指定管理者と町の取り決めのなかでこういう無料入浴券の配
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付を実施をしたということでございます。当初は６５歳以上の老人に年間２４

枚配布をして、それを全部使っていただければあと入る方は４２０円を負担し

ていただいてということで、想定をしておりましたけども、指定管理者のほう

のいわゆる経営努力のなかで１００円負担で、６５歳以上の方については常時

入れますということになっておりますので、これをさらに町が６５歳以下の方

までもファミリー券として拡大をしていくということになると全額町が負担し

なければならないということになってまいります。それがイコール指定管理者

からの寄付金につながってくるかっていうと、全体の経営のなかでの寄付金で

すので、必ずしもそうにはなってこないということも考えられますので、当面

は今のかたちで続けさせていただいて、将来的に町民の皆さんの声がどうして

もそういうかたちで多くなってくればその方法についても、検討させていただ

ければなというふうに思いますのでひとつよろしくお願いいたします。 

委員長 ほかございませんか。松澤委員。 

松澤委員 私も１１６ページの１２節役務費の通信運搬費とただいまの２０節扶助費の高

齢者等入浴券助成金のことで質問いたします。今副町長がおっしゃいましたと

おり私も産業厚生委員会で説明受けまして、その経緯は知っております。それ

で１００円券で入浴できないとのことで、町独自で考えていただきまして無料

券を配布するということになりましたけども、そのあとに温泉の経営努力で１

００円の入浴もできるようにというふうになったということでありますけど

も、その時点でなぜ無料券を配布したかというと１００円で入浴できなくなる

ということで、そのことが考えられたものでありますので、この１００円で入

浴できるようになったっていう時点で、ちょっとなかなかこの券を活用できな

いでいる方も多くいらっしゃいますので、これが、ちょっと逆に不公平感を生

むという考え方もちょっと出てきているっていうこともありますので、今のそ

の無料券を配布したっていう効果は、無料だから行くということと、そこに行

ったらジュースの１本も飲みますし、あらいいお湯だったわっていうことでそ

の効果っていうのがすごくあったと私思いますので、これから先、ちょっとこ

れをずっと続けていくかどうかということの考えの中に１００円で入浴できる

ようになったので、ちょっとほかの町との比較もされたなかで実行したもので

すけども、状況が変わったことで再考すべきかなとも思っております。先ほど

丹野さんのおっしゃられたような状況とか、その分を身体障害者とか老人で一

人で入れない方のための介助をしてくれる方に対するほうにそのお金を使うと

か、そういうふうに広げていったらいかがかなと思うんですけども、いかがで

しょうか。 

委員長 産業課長。 
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産業課長 産業課のほうで温泉の立ち上げ等を担当しましたので、その辺についてお答え

をしていきたいと思います。無料入浴券の発行に至った経緯については先ほど

副町長が説明したとおりでありますし、松澤委員のほうからもお話あったとお

りでございます。その後でアンビックスのほうから高齢者については１００円

でやっていきますというような話が出てきたものですから、その時点ではすで

にもう無料入浴券を配布するというふうに周知していたというか、情報もかな

り町民の方にも流れてたということもありますので、そのまま発行するという

かたちになってございました。そのなかでですね、１００円だとなかなか来れ

ない方もなかにはいらっしゃるかと思いまして、無料券だと、無料ならじゃあ

行ってみましょうかということになるということで、一定程度の効果があった、

それが２７年度の予算に反映されてる部分かと思います。今後ですね、ほかの

町、今までびらとり温泉でやってた１００円になっているのでこの無料券を廃

止したらという考えもあろうかと思いますけれども、当面については町の福祉

施策としてやってきておりますので、１００円になったというのはアンビック

スの企業努力というかそういうかたちで１００円になっているということで、

それとは切り離してですね、町の福祉施策、また高齢者の方が集っていただけ

るような施設という意味もあって、２４枚の無料券を配布するということであ

りますので、当面の間は今の状況でいきたいと思っておりますし、身体障害者

の方の部分についても、無料券ももちろん配布をしておりますし、料金につい

てもそのあと１００円に下がっているかと思いますので、介助で入られる方等

についてですね、その部分も検討していきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

委員長 よろしいですか。千葉委員。 

千葉委員 ６番千葉です。同じく、この今の質疑に対してちょっと私も聞きたいとこあり

ます。入浴料の助成、これは本当にありがたいと皆さん思ってます。一つは例

えば施設、いわゆるその例えばかつら園とか、振内でいったらこころのホーム、

それからケアハウスしずかあたりの関係のことなんですけども、特に私地元の

こころのホームあたりみたら、定期的に月１回か２回なんですけども、温泉の

ほう、利用されていただいてるんですけども、付き添いでついて行く職員の入

館料というんですか、入浴料はどのような扱いになってるのか、ちょっと伺う

時期は逃したんですけども、今現在どんなふうになってるのかなと思っておる

んですけども、あれは介助、食事の介助も含めてやってるわけですけども、そ

のことについてはなにか意見が飛び交ってないのか、あるいは検討してもうす

でに何かをやってるのか、その辺ちょっとお伺いしときたいと思います。 

委員長 保健福祉課長。 
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保 健福 祉

課長 

障害者の方の介助の関係は基本的には無料券は配布しておりません。基本的に

普通どおりのお金を払っていただいて入るようなかたちで今は進んでます。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 だとすればですね、いやもちろん、普通の、一定の年齢に達してないとか、さ

まざまな事情はあると思うんですけど、やはりこれから福祉社会、特に平取が

目指しているものがそういうかたちで出てくるんであれば、施設に限らずです

よ、例えば家庭でもそうですよね。どうしてもうちのおじいちゃんおばあちゃ

ん風呂連れて行くためには、もう本当に介助しないと行けないけども、車いす

に乗っけてでも行きたいよって方いましたらね、やはりその方１名分ぐらいの、

あるいはその施設でいったら職員３人行ったら３名分ぐらいの、ほとんど食事

もあずましくとれない、入浴もほとんど自分の体も洗えないというようなかた

ちのなかで付き添って行くわけですから、その辺は新しい年度に向けて、まあ

今年の新年度の予算は別としてもですね、考慮してしかるべきかなというふう

に思ってますけど、その辺考え方、まったくないですか。 

委員長 副町長。 

副町長 いわゆる障害者に対する介助の人たちの取り扱いをどうするかということでご

ざいます。先ほど産業課長の答えのなかにもありましたとおり、いわゆる障害

者については、現在も無料券配付されてますので、障害者以外の方々の介助者

についてはですね、今後どうするのか、十分検討させていただいて、温泉利用

もスムーズにできる方法で考えていきたいと思いますのでひとつよろしくお願

いします。 

委員長 ほかございませんか。松澤委員。 

松澤委員 確認なんですけども今無料券は４２０円を、入った分温泉のほうに払っている

ということでよろしいですよね。そしたら１００円で入れる人が４２０円町が

お金払って入っているということでよろしいですね。ですよね。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。無料券が温泉から町のほうに来た場合については、温泉に

は４２０円の金額で払っております。あくまでも１００円になっているという

部分については町の施策ではなくて、アンビックスがその料金体系でやるとい

うことでやっておりますので、その辺は分けて、無料券使った場合については、

４２０円を指定管理者のほうに払うというかたちで取り扱っております。 
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委員長 ほかございませんか。四戸委員。 

四戸委員 ３番四戸です。今の温泉のことなんですけども、温泉の好意で１００円になっ

たのは本当に良いことなんですけども、オープンしてまだ７月オープンですか、

１年はきてないんですけども、この間数字見ると要するに町で配布してる無料

券が５０％に満たないと思うんですよね。で、その満たない理由はどういう理

由で、結局無料券配布してるんだけども、なっているのかその辺について詳し

いことわかってれば説明してほしいと思います。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

今のところですね、実際４０％切れるかどうかというくらいの利用者かなとい

うことでは把握しております。ただですね、それが、使用していない理由とい

うことであれば、ちょっとその辺までは調査しておりませんので、ちょっとこ

こでは答弁することはできないということで。 

委員長 四戸委員。 

四戸委員 今の課長の答弁ではそういうことは把握してないということですけども、せっ

かく町としてやっぱりそういう６５歳以上の高齢者に対して無料券２４枚配布

していて、まだ１年はきてないにしても、５０％も行ってないじゃないかと、

やはりこれはどこに問題があるのかやっぱりこの辺は今後いろいろ調査して、

どうしてそうなってるのかやっぱり調べてほしいと思いますけどもいかがでし

ょうか。 

委員長 副町長。 

副町長 対象者全員に２４枚の無料券配布をしているわけですけども、課長答えたとお

り、５割まで達していないというような状況です。無料券を使わない方、いろ

んな理由があると思います。例えば、足がなくて行きたいけど行けない。たく

さんの人と風呂入るのが嫌いな人も中にはいるのかもわからないし。もらった

けど、自分のお金で行けるから、これは使わないよという人も中にはいるかも

わからないし。いろんなケースがあると思うんで、その辺についてどういう調

査が一番適当なのか、調査の方法考えながらですね、その理由について、把握

できればなというふうに思っておりますので、ひとつよろしくお願いします。

委員長 ほかございませんか。平村委員。 
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平村委員 １１６ページの１９節の負担金のところなんですけど、特別養護老人ホーム認

知症対策補助金というのが、昨年度もあったと思うんですけれども、今年も介

護支援サービスの一環として、町のほうで支援しているんですけれども、介護

施設は認知症は振内のほうにグループホームもできまして、そちらのほうに入

っているんですけど、今年度も本町のほうにもグループホームをつくるような

計画もなかったんですけれども、今グループホームに入るちょっと前ぐらいの

認知症患者がたくさん、本町のなかにもいますので、そういう面で、施設に補

助するのもいいんですけれども、やはり在宅でみていらっしゃる方も何件かあ

りますのでそういう考え方を何とかそういう人たちにも、助成の方法がないの

か、またグループホームをもう一度本町のほうにも建てるあれがないのかその

辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。まずこのかつら園のほうに１００万円補助しております。

これは、基本的にかつら園の方もある程度年齢になると認知症になってくると

いうことで、それをそこからまた違うところに移動するということにもならな

いので、そのなかで人を増員ということのなかで、うちから１００万円の計上

をして、施設を援助してるということになります。今後在宅の面では基本的に

は、うちらのほうでケアプランを立てながらどういうことがいいのか、デイサ

ービスを使いながらだとかいろんな方法をとっておりますので、基本的には施

設そのものを今後、今のところは建てる予定もございませんし、予防のほうで

なんとかうちのほうで対応していきたいと、そのように考えておりますのでよ

ろしくおねがいします。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ、１１７、１１８ページ。１

１９、１２０ページ。１２１、１２２ページ。千葉委員。 

千葉委員 １２２ページの１５節工事請負費のことでお伺いしたいと思います。ふれあい

センターの屋上防水改修工事ということで理解しておりますけども、これは単

純に経年劣化によるものの防水改修工事だとは理解してるんですけども、通常

どうなんでしょうね、例えば以前も貫気別支所の屋根の防水工事もやった経緯

がありますけども、けっこう維持費、この屋根の形状とか、さまざまあると思

うんですけども、この辺の考え方として、この程度の費用負担というのは通常

の費用負担なのかなっていつも首かしげてるんですけどね。これは通常何年ぐ

らいで防水工事というというのを修繕しなくちゃいけないのか今の現状、工事

業者との話し合いとかもあると思うんですけども、あるいはチェックしている

業者の兼ね合いもあると思うんですけども、その辺の考え方としてどのように

考えているかちょっとお伺いしておきたいと思います。 
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委員長 ふれあいセンター長。 

ふ れ あ い

セ ン タ ー

長 

お答えいたします。昨年も防水工事はやったんですが、基本的には１０年、そ

れ以上は保証はできませんということであります。現在のセンターの状況なん

ですが、やはり経年劣化というのか、もう色もとれまして、ある程度コンクリ

の地肌が見えてきてるような状況でありますので、この３年間で防水を全て完

了させたいと考えております。 

委員長 ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 １０番平村です。ちょっと戻ります、１１９ページの生活館のなかの報償費な

んですけど、生活館活動推進事業講師謝金っていうのですけれども、これはど

ういう企画に対しての謝金なのか、ちょっと教えてほしいのと、もう一つ、１

８節の備品購入費のなかで、生活館備品のなかで予算をもってるんですけれど

も、一応今本町生活館で管理人には要請していたんですけれども、テレビがも

う何十年も前のテレビとそれから本町生活館の机がとても重くて足が短いのと

長いのと両方ついた机なので、あそこはほとんどが老人とか婦人会ももう高齢

化した団体が多く使ってるんですけれども、持ち運びにとっても大変で、ぜひ

それをかえてほしいっていう要望が婦人会のほうにもありまして、ぜひ役場の

ほうに言ってほしいと言われているのと、テレビがすごく古くて今私もいきい

きサロンて老人を集めてやってるんですけれども、本当に昔のテレビで重くて

持てないんですよね。そういう実態を年間通して使ってるんですけど、そうい

う実態を把握してこういう備品を割り当てるのかどうか、その辺を管理の人に

は毎年ずっと言い続けているんですけど、なかなか伝わってないようで、あえ

てここで言わせてもらうんですけれども、その辺の実態を把握しながら、備品

の購入の予算を組んでいるかどうかちょっとお聞きします。 

委員長 アイヌ施策推進課長。 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それではただいまのご質問についてお答えをしたいと思います。まず、８節の

報償費でございますけれども、これにつきましてはアイヌ文化の伝承活動など

を各館で実施するということがこの生活館の利活用のなかで定められておりま

して、それにかかわる事業に係る謝礼的な取り扱いをさせていただいていると

いうことでございます。それから１８節の備品購入につきましてですけれども、

この備品購入につきましては管内の各生活館、それら等実態を把握した上で、

その必要の高いものから整備をしてきているということでございます。ただ、

テレビなどにつきましてはケーブルテレビ、有線からかわってきたわけでござ

いますけれども、私どもといたしましても、当面は入れ替えをするという方針
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では進んでおりませんので、実態を正確に把握した上でご要望に応えるかどう

か検討していきたいと、このように考えておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いをしたいと思います。以上です。 

委員長 平村委員。 

平村委員 それと一緒にもう一つ、さっき言うの忘れたんですけれども、本町生活館の駐

車場なんですけれども、駐車場が狭いのと、急斜面になっているので、とても

車がとめづらいのと、今本町生活館もお葬式とか法事とかいろんな団体が使用

してますので、前にも町長に言ったことあるんですけどもう少し町民の駐車場

も若干はあるんですけれども、狭いので何とかもう少し、その辺を考慮して今

年度も何かなかったので、ぜひ考えていただきたいと思います。 

委員長 町長。 

町長 本町生活館の駐車場が狭いということと坂になっているということで、近くに

は町民の駐車場ありますけれども、もう一度現地も確認しながらどういうかた

ちでスペースとれるのか、その辺も十分２７年度中に検討させていただきたい

と思います。 

委員長 ほかございませんか。なければ１２１、１２２。１２３、１２４ページ。１２

５、１２６ページ。１２７、１２８ページ。松澤委員。 

松澤委員 １２８ページの１３節委託料、歯科健診委託料なんですが、４０歳の歯科検診

無料ということだったんですけど、詳しい内容お聞きしたいんですが。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

本年度より４０歳の歯科検診、基本的には歯科の関係でいろんな病気も発する

ということもございまして、４０歳、ちょうど検診を始める時期でございます

ので、その４０歳を境にしましてその分だけを今回、４０歳の方を歯科検診無

料で実施したいということで今回計上させていただいております。 

委員長 松澤委員。 

松澤委員 ４０歳のときに受けなければ４１歳になったときにはもう受けれないというこ

とですか。それとですね、その１３節委託料の中の乳幼児健診心理士等委託料

なんですが、２５年度は１６万、２６年度３６万で来てもらう日数が増えたっ

ていう去年の説明だったんですけども、今年また、さらに倍近く増えているん
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ですが、要因は何でしょうか。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

基本的に、まず心理士の関係なんですが、そういうちょっと発達のおくれた子

がそれなりに多くなってきてるということも含めてですね、その辺の回数もい

ろいろこちらのほうで増やしながら実施しておりますので、予算計上としては、

増になっております。 

委員長 ほかございませんか。山田委員。 

山田委員 ８番山田。１４番使用料及び賃借料、自分の予算書には新って書いて、新規の

ものかなと思っているんですけど。健康管理システム等使用料１６０万ほどあ

るんですが、これは、どういうものなのか、自分の認識では血液調べたり、い

ろいろ脳の活性化のために、何ていうんですかパソコンの脳年齢測るようなシ

ステムだとかそういうのを借りるリース料かなと思って認識してるんですけ

ど、その辺説明お願いします。 

委員長 保健福祉課長。 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。健康管理システムの今回新しくということなんですが、シ

ステムのですね、今回更新がございまして、今後５年間でリースしていくとい

うことになります。内容につきましては検診の内容、それから妊婦検診の内容、

また子どもの予防接種など、あと健康教育とかいろいろ入っているシステムで

ございます。以上です。 

委員長 ほかございませんか。なければ１２９、１３０。１３１、１３２ページ。千葉

委員。 

千葉委員 ６番千葉です。１３１ページの７節の賃金、不法投棄のごみ処理のことでちょ

っとお伺いしたいと思います。かなり前までは相当な不法投棄の処理のことに

ついてちょっと話題になったりしてたことあるんですけども、今現在のごみ処

理、まあ賃金、これは賃金なんですけど、さほど、これが必要でないというこ

とは、かなり減ってるという、認識でよろしいのか、それともなんていうんで

すか、ほかに何かこう、このぐらいのことで済んでるという何か理由があれば

お知らせいただきたいなと思います。 

委員長 町民課長。 
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町民課長 お答えいたします。この不法投棄のごみ処理賃金につきましては、１万６千円

ということで計上させていただいております。１日当たりの単価８千円という

ことで、２日分予算をみているんですけれども、不法投棄につきましては大き

なものはあまりないような状況にございます。そしてたまに古タイヤとか冷蔵

庫とかテレビの不法投棄がありますので、そういうものについて使用している

状況でございますけれども、簡易的なものにつきましては、うちの職員が出向

いて処理させていただいている状況でございます。 

委員長 ほかございませんか。松澤委員。 

松澤委員 １３１ページの１２節役務費と１３節委託料ですが、手数料のところでは指定

処理施設搬入手数料となっています。それとシカ捕獲業務委託料というのと両

方とも増えているんですけども、シカ柵効果で被害額は２４年度から２５年度

は半分以下となっていると聞いていますけども、この二つが予算が増えている

ということは今どのような状況になっているのでしょうか。 

委員長 町民課長。 

町民課長 お答えいたします。まず１２節役務費の手数料の関係でございますけれども、

２７年度の予算で５９９万１千円の計上となっております。内訳につきまして

は、シカの解体処理施設の手数料でございますけれども、５９９万１千円のう

ち５８５万円がこの分になっております。内訳といたしましては単価が４５０

０円で１３００頭をみております。４５００円１３００頭で５８５万円という

ことになっております。次に委託料ですけれども、シカ捕獲業務委託料２２０

０万円の計上となっております。これにつきましては、捕獲頭数が２１００頭

の単価が８千円で１６８０万円と、搬入した場合に１頭あたり４千円というこ

とで、これが１３００頭分で５２０万円、合計２２００万円の計上となってお

ります。それでそれぞれ１８０万円、７００万円と増えているんですけれども、

これにつきましては平成２６年度までは、当初予算は大体前年同額ということ

で、捕獲頭数からいけば年の途中で足りなくなることはわかっているんですけ

れども、前年同額ということであとは補正対応ということで、これまでは実施

させていただきましたが、年の途中で足りなくなるのがわかっていながら補正

というのもちょっとどうかなということで、平成２７年度につきましては、あ

る程度前年の実績に基づいて当初予算で計上させていただきたいということで

今回このような計上になっております。ちなみに、シカの捕獲頭数につきまし

ては、平成２５年度が２７４８頭、平成２６年度２月末ですけれども現在のと

ころ１７４０頭の捕獲実績となっております。以上でございます。 

委員長 ほかございませんか。四戸委員。 
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四戸委員 ３番四戸です。１３２ページの１１節の需要費、修繕料、前回の説明では外壁

の補修というふうにお聞きしておりますけども、外壁の補修というのはペンキ

で補修するのかまたどういう補修の仕方をするのかまず先に伺っておきたいと

思います。 

委員長 町民課長。 

町民課長 お答えいたします。需用費の中の修繕料ですけれども、平成２７年度５７０万

円の計上をさせていただいております。この５７０万の内訳につきましては、

一般修理、これは斎場と墓地の分ですけれどもこれが１５万円、あと貫気別地

区の墓地の給水工事ということで５５万円計上させていただいております。こ

れ貫気別地区の水のところが実際の墓地から１００メートルぐらい離れたとこ

ろ、町民の皆さん運んでるということで、この分１００メートル延長するとい

うことで５５万円、それとただいまご質問にありました斎場の外壁修理、この

分については４００万円の計上でございます。工事の内訳といたしましては、

外壁の正面と側面は壁の張りかえ、うしろについては、塗装ということで予定

をしております。あと残り１００万円につきましては２号炉の台の車輪の取替

えとなっています。以上５７０万円の計上をさせていただいております。 

委員長 四戸委員。 

四戸委員 ３番四戸です。前回も質問したと思うんですけれども、外は外壁補修して、み

っぱは良くなるのかなと思うんですけれども、中の内部のことなんですけども、

やはり、最近亡くなる方もたくさん、あまり良いことじゃないんですけども、

多くなりまして、これから先も高齢者がどんどん増えていくなかで、火葬場と

いうのはやっぱり今よりまた使用が増えてくるのかなというなかで、お年寄り

が増えてきている。そういうなかでですね、やっぱりお年寄りになると畳の部

屋で、あまり座れない。この間の説明では椅子もあると言いましたけども、や

はりロビーっていいますか、あの辺の改修も考えてほしいなと思ってこの間も

言ってるんですけども、その辺課長どう考えておりますか。 

委員長 町民課長。 

町民課長 お答えいたします。この件につきましては総合計画の議員の全員協議会の中で

もご質問がございましたけれども、確かにロビーと和室、現状で満足している

という認識はございません。ただいずれにしても和室を広くするにも、ロビー

を広げるのもやはり増改築ということになりますので、多額の費用がかかるこ

とから第６次の総合計画の中で十分協議をさせていただきたいというふうにお
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答えをさせていただいております。それで高齢者の方が食事のときにその和室

を使った場合、足が痛くてなかなか座っているのは大変だということでござい

ますけれども、この件につきましては葬儀とかでよく使うあの座椅子っていう

んですかね、あれを平成２６年度の予算の中で１０個か２０個、購入を今考え

ておりますので、そういうことで当面の間は対応させていただきたいと考えて

おりますのでよろしくお願いいたします。 

委員長 ほかございませんか。なければ１３３、１３４。１３５、１３６ページ。１３

７、１３８ページ。四戸委員。 

四戸委員 ３番四戸です。１３８ページの１１節、需用費。この修繕料なんですけども、

前回の説明では公園のあずまやと聞いておるんですけども、このあずまやの修

繕、これ全体的に修繕するのか、それとも一部分修繕するのかその辺伺いたい

と思います。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。あずまやの修繕ということですけれども、現在点検をしま

して木でできておりまして腐食が激しい部分のあずまやについて撤去をすると

いうことで、撤去費用で５０万ほどみているようなかたちになっております。

その後は新しく作るかということについては、作る予算はみておりませんので、

撤去する費用で５０万、新しくみているところです。 

委員長 四戸委員。 

四戸委員 それではこの間あずまやの補修って聞いたんだけど、撤去するっていうだけで

すか。あのあずまやはなくするという考え方でよろしいんですか。 

委員長 産業課長。 

産業課長 今お話したとおり今現状あるなかで、非常に危険になっているあずまやが１棟

ありますので、その撤去を５０万でしていくということでございまして、すべ

て撤去するということではございません。その後は休める場所がなくなるんで

ないかという議論もあったんですけれども、当面なかなか新しいのを建てると

いうことになりますと、負担もかなりあるということで、２７年度については、

撤去するということで、非常に危ないあずまやの部分について撤去していくと

いう考えでありまして、その後新築するかどうかは次年度以降、２７年度以降

で検討していきたいと思っております。 
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委員長 四戸委員。 

四戸委員 私もですね、あそこのあずまやは何回も見ております。結局４本の支柱が雨ざ

らしになるもんですから、当然腐敗するんです。腐るんですよね。今本当に押

したら、課長言うように危険な状態というのは事実です。私は柱さえ取り替え

れば、あの丸い柱さえ取り替えれば上のかかってる屋根だとかは十分使えるか

ら、そんなにお金はかからないと思うんです。それとですね、あそこはやっぱ

りお年寄りの散歩のやっぱり親水公園ですから、やっぱり夏場だったらそこで

休憩して休むだとか、やはり小中学生も公園、噴水公園だとかそういうとこに

きてけっこう遊んでますんで、そこもやっぱり休憩場にしてます。やはり、そ

ういうお金をあまりかけるんじゃなくて、やはり柱の取り替えだとか、そうす

ればそんなにお金かかりませんから、そういうふうにして今も利用されている

わけですから、ないとやっぱり不自由ですから、その辺も十分これからに向け

て考えてほしいと思いますがいかがでしょうか。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。そういう案も内部で検討してはという意見もありました。

上を残して柱だけ取り替えるということでもやはり５０万ぐらいはかかるわけ

なんですよね。それもありまして、言われたとおり老人の方ですとか小学生等

も利用しているということもありますんで、そのあとに椅子と簡易的なテーブ

ル等を置くようなかたちで考えたらどうだということも話しはしましたけれど

も、日が当たっているということもありますんで、今回については撤去、とに

かく安全第一でありますので、撤去するということで、そのあとの整備につい

ては今後、委員の言われるとおり、検討していきたいというふうに思います。

委員長 藤澤委員。 

藤澤委員 藤澤です。今の関連なんですが、実は、私もあそこ大好きなところでございま

して、先般温泉の方にわざわざおいでをいただきまして、温泉に対するかねて

からいろんな自分なりの夢構想を語らせていただきました。そして今の下段の

あずまやについても、あれはもう本当にこう１００年の歴史もあるのかなとい

う全く紅葉の時期には目で見た感じではまことにもったいない、まさにその自

然に溶け込んだ、風景なのかなと非常にもったいない気をしておりますので、

ご一考の余地があればと思って慣例としてお話をいたしました。 

委員長 

産業課長 

産業課長。 

藤澤委員おっしゃるとおり温泉の下段の場所にありますあずまやについては、
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 秋、紅葉の時期に行きますと非常に紅葉がきれいで、その中にあずまやがある

ということで、景観的にもすばらしい景観になっております。昨年見に行きま

した。そのあずまやについても柱等けっこう危なくなってきているということ

で、そのときは応急的に中に入らないようなかたちの処理をしてきたところで

ありますけれども、あの景観については売っていける、要するに人を集められ

るような施設でございますので、その維持管理について十分検討して、利用し

てさらに温泉、ファミリーランドに人が入るようなかたちの方策を考えていき

たいというふうに思います。 

委員長 

鈴木委員 

ほかございませんか。鈴木委員。 

１３８ページ、１９節農業者就農対策補助金９００万、これについては歳入の

ほうでもご説明ありましたわけでありますけど、その説明の中でですね、家畜

の購入、農地の取得、基盤整備等ということも含めてお話ありました。そうい

うことでは家畜を飼われている所への例えば第三者継承のようなことも含めて

新規就農みたいなかたちのことも対象になるという前提で言われたのかなとい

うふうに思っております。それでですね、まずこの今年の予算の９００万、２

件というふうに判断するんですけど対象になる方がどういう方なのかというこ

とについてまずご説明いただきたい。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。歳入のときにも説明をさせていただきましたけれども、対

象になる方はＵターン等で後継者で帰ってきて、５年以上が経過するとちょっ

と対象とならないんですけども、年齢については４５歳までということでした

けれども４月１日からは５０歳までというかたちで補助を受けられるというよ

うなかたちです。委員、第三者継承等についても対象になるのかというお話で

すけれども、基本的には今までどおりＵターン後継者で帰ってきた部分の対象

ということを今の段階では思っております。内容等については先ほど、歳入の

ところで申し上げましたけれども、規模拡大ですとかハウスのぞうとう（贈答

増等ですとか畜舎の増改築等に今までは補助をしているということで、４００

万の２件あたりで８００万という予算を今までは組んでおりましたけれども今

回は１００万増額していただきまして、４００万円の２件と１００万の１件と

いうことでありますけれども、平成２６年度の申し込み活用者については１件

のみでありました。広く活用をしていただきたいということで周知をしており

ますけれども、なかなか自己資金ももちろんありますし、２分の１の補助とい

うことになっておりますのですぐにみなさんすぐやれるかというとなかなか難

しい面もあろうかと思いますので、その点も含めて２７年度については、家畜

の購入ですとか、土地の賃貸、購入、基盤整備の部分について、先ほど説明の
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とおり、２分の１で１００万限度ということで、予算的には１００万というふ

うになっておりますけれども、そちらのほうが多く出てきた場合については、

４００万円２件の分の出てき具合によってはそちらのほうを中でまわしながら

そちらのほうに多く補助をしていきたいというふうに考えております。 

委員長 鈴木委員。 

鈴木委員 今答弁の中にありましたけれども、実はやはり２６年度でありますけども、酪

農の関係で１件第三者継承ということがですね、かなり話としてはあったわけ

でありますけども、まあいろんな条件ありましてなかなか最終的にはクリアで

きなかったということがあります。ただその話の中でですね、こうした町の新

規就農的なかたち、第三者継承もそうなんですけどもなかなか使えるのかとい

うことが農業関係者の中からも実は出ていまして、当然そういうことについて

も、今後しっかりと農業の後継、まあ第三者継承であろうがやっぱりこう対象

にしていく必要があるというふうに今思っているわけであります。また振内の

ネオフロンティア、新規就農者受入協議会でありますけども、その中でもです

ね、地域の後継者のいない、まあここはトマト農家でありますけどもそこの方

が、そろそろ本当に引退をしたいということで第三者継承ということについて、

話がはじまったばかりでありますけどもそういうかたちの協議がすでにはじま

っております。そういったことを含めてですね、第三者継承といってもたぶん

その土地に入ってですね、少なくとも２年ほど研修して、譲り渡すほうの人も

気持ちよく、まあこの人になら譲り渡せるというようなことになっていかない

となかなか進まないということもあろうかと思いますので、まだ１、２年の余

裕の期間はあるかなと思うんですけどやはり早急にですね、第三者継承という

かたちについてもやっぱり新規就農と同じような助成制度ということをぜひこ

の機会にお願いしておきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えいたします。鈴木委員おっしゃられるとおり新規就農２件だけでは農家

の減少に追いつかないということもありまして、第三者継承等について検討し

て、早い段階でシステムをつくっていきたいというふうに考えております。そ

のために毎年１月に札幌のほうで行われます第三者継承のセミナーというとこ

ろに、毎年職員のほうで行って、どういうような内容かどういう状況でやれば、

一番うまくいくかということを勉強しながら研究しているところでございます

し、北大との連携協定をしましてその教授が第三者継承の専門の方ということ

もありまして、その方の意見ですとかを十分聞き取りながらうちの町にあった

ようなかたちのもの、第三者継承は畜産関係が最初進んでるということで、道

東のほうですとか、道北のほうで何件か進められているということであります
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ので、うちの町も酪農関係もございますけれども、施設野菜関係も第三者継承

的なかたちで次の人にバトンタッチできればということも検討しておりますの

で、その点について、なるべく早い時期に道を決めていきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いします。 

委員長 ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 １９節の負担金のところなんですけれども、特産物消流通対策事業補助金とい

うので３１０万円がのっているんですけども、昨年度も１１０万円ほど昨年は

少なかったんですけれども、この関係について、本年度の事業予算ですけど、

どういう内容の事業内容なのか、その辺をお聞かせください。それと毎年こう

いう事業をいろいろなかたちでやっていると思うんですけれど、その費用対効

果とかそういうのを調査しているかどうかちょっと教えてください。 

委員長 産業課長。 

産業課長 お答えをさせていただきます。特産物の消流対策事業費補助金ということで３

１０万円、予算計上してございます。これにつきましては例年行っております

トマト和牛フェアということで実施をしておりまして、当初、予算の段階、町

の予算を編成する段階では２１０万円の町補助と１００万円についてはいきい

きふるさと補助金ということで予定をしていたところでございます。３００万

についてはトマト和牛フェアの関係に使うということで、１０万円については、

新たに北大と連携をしまして、８月の第３週に北大のほうで行われます北大マ

ルシェというイベントがありまして、そちらのほうにトマトですとかトマトジ

ュースを持って町の職員と農協青年部の方と一緒に行ってＰＲをするというよ

うなイベントがありまして、そちらのほうに１０万円を計上しているところで

ございます。今年度につきましては、具体的にどういうような内容ということ

はまだ決定はしておりませんけれども、ホテルで３年間やりまして、来ていた

だいて、和牛ですとかトマトを味わっていただくというのをやりまして、昨年

はファクトリーのほうで２日間、特産品の販売と試食等を行っているというよ

うな状況で、今年度についてもそういう人の集まる施設で町の特産品をＰＲで

きるイベントということで考えております。費用対効果という部分ですけれど

も、なかなか３００万かけていくらの効果があったかというのはちょっと把握

はしておりませんけれども、知名度的にはかなり上がってる部分と特産品を販

売している部分では、昨年農産物と和牛の販売で１６０万ほどの売り上げがあ

ったというようなかたちになってございます。そのほかにファクトリーのなか

にありますイタリアレストランのほうで和牛フェアということで平取の和牛を

使った昼食をとっていただくというようなイベントもやりましておりますけれ

ども、具体的に販売が上がっているかという部分ですと、この事業の趣旨とし
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てはいかに平取の特産品を都会の方に知っていただくかということを趣旨にや

っておりますので、販売もさることながら多くの方に知っていただくというこ

とで、新聞媒体を使ってＰＲをしたり、当日ラジオに来ていただいて中継をし

ていただいたりということで、ＰＲをしてきているところでございます。今年

度についてもそのようなかたちで進めていきたいと思っております。 

委員長 ほかございませんか。松澤委員。 

松澤委員 １３８ページの１９節農業者就農対策補助金なんですけども、確認なんですけ

ども、この名称なんですけども、歳入のほうではここに促進っていうのがつい

てまして、前回資料としていただいたとこにも促進てついてたんですけどもこ

の名称でよろしいんでしょうか。 

委員長 産業課長。 

産業課長 大変申しわけありません。予算書の原稿ができてきた段階で、各担当で間違い

ないかどうかという確認がございまして、産業課のほうでも確認をしましたけ

れども、見落としておりまして歳出のほう、促進が抜けているということで大

変ご迷惑をおかけしております。促進が入るようなかたちが正解です。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ１３９、１４０ページ。山田

委員。 

山田委員 １４０ページの農村ふれあい事業補助金、後継者対策費ですけれども、昨年度

の実績報告と今年度のもし計画などがございましたら説明願います。 

委員長 農業委員会事務局長。 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

それでは委員のご質問にお答えさせていただきます。昨年でございますが、男

性につきましては１６名、女性の参加１４名ということで、ちょっと日付は忘

れましたが９月に実施しております。それで、カップリングの関係でございま

すが、３組が、いわゆるそのイベントによってカップルになられたというよう

になっております。それで追跡の部分では、残念な結果になったというふうに

聞いております。また本年度でございますが、負担金の部分で予算計上してお

ります。農村ふれあい事業補助金ということで、７８万。いわゆる、２６年度

から比しまして３０万の増加になっております。この関係につきましては、２

６年度、今年度の事業実施の後に参加者によります反省会のなかから、２７年

度においては２泊３日の日程で、道外からの方々も呼びたいというふうな声が

多くを占めましたので、それにかかる所要の経費を予算盛り込みしたところで
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ございます。またあわせて町の補助金のほかに、農協さんの補助金も拠出をい

ただくということで、確認をとらせていただきます。以上でございます。 

委員長 ほかにございませんか。なければ、１４１、１４２ページ。山田委員。 

山田委員 １４２ページの農産物加工場管理委託料、これは例年聞いてますとおりトマト

ジュース工場の管理委託料と聞いております。例年聞いて忘れてるのかもしれ

ませんけど、もとのマッシュルームの工場のあそこの使用料とか管理状況とい

うのはどうなっているのかというのと、あと隣に建ってます、今中国の研修生

がプレハブで実習されているとこ。あの建物は農協のものなのか、町のものな

のか。また、料理などは管理棟というか工場のほうでやってて、水道ガス使っ

ていると思うんですけども、その辺の料金等はどちらで面倒をみているのか、

もらっているのか、その辺ご回答願います。 

委員長 産業課長。 

産業課長 

委員長 

お答えいたします。マッシュルームのあと地につきましては町有地になってご

ざいまして、マッシュルームが倒産というか、やめたあとで、あと地利用とい

うことで、畜産公社の関係でもございまして、農協からも出資をいただいてい

るということで現在農協のほうで、アグリサポートのほうで機械を置いている

というかたち、建物の中には機械を置いているというようなかたちになってご

ざいます。経緯につきましては農協も出資していたということで、無料での貸

し出しをしておりましたけれども、平成２７年度から町有地の貸し出しの料金

の例に従いましてその面積分を農協からいただくということで、それでは今ま

でなんでもらってなかったんだということになるかと思いますけれども、マッ

シュルームの経緯もございまして、その後農協のほうでアグリサポートの機械

等を入れてたということで、今回ＪＡのほうも合併するということでですね、

農協が借りてる部分についてははっきりしていかせるということもありまし

て、契約を結んで使用料金についてはとるようななかたちで、考えております。

農協のほうとも協議をして話をして、２７年度から料金をもらうということで、

話をしているところでございます。それと建物のほうなんですけども住宅につ

いては、町の住宅になっておりまして以前は中国の研修生の方が入っておりま

したけれども現在は一般の町民の方、緊急的にちょっと入る住宅がないという

こともありまして、町民の方に貸し出しをしておりまして、その使用料等につ

いては町のほうに納めていただいているというかたちで利用しております。以

上です。 

副町長どうぞ。 
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副町長 それでは、少しもれてたところがあったので。プレハブの施設ですけども、プ

レハブの施設と、それとマッシュルームの栽培棟にあります風呂、食堂それら

についてはいっさい農協が改修をして設置をしたということで、それにかかる

費用、それと維持管理にかかる費用についてはすべて農協負担ということで、

町が負担をしているということはございませんので、ご了解をいただきたいと

思います。 

委員長 休憩いたします。 

   （休 憩 午後 ２時３０分） 

   （再 開 午後 ２時４５分） 

委員長 再開いたします。それでは１４３、１４４ページ。１４５、１４６ページ。１

４７、１４８ページ。１４９、１５０ページ。１５１、１５２ページ。１５３、

１５４ページ。千葉委員。 

千葉委員 ６番千葉です。１５４ページの１３節委託料のことでお伺いいたします。今た

またまちょっと雪降って、除雪の関係でありますけども、町道の除雪の委託料、

これは以前私も一般質問を含めてですね一定量の年はほとんどないわけでござ

いまして、その年によって除雪の場合は降ってる量によってですね、作業量も

変わってくるということで、この委託料に関してはやはり出来高清算が私は

常々よろしいのかなというふうには思ってましたけども、まだ、今までどおり

一括の委託で請け負わせてるのか、その辺、将来のことも考えながらどのよう

に考えているのかお伺いしたいと思います。 

委員長 

建 設 水 道

課長 

建設水道課長。 

町道の除雪委託料の関係でありますが、ここで計上しております除雪委託料に

つきましては芽生、旭、豊糠地区だとか仁世宇での２０センチ以上の降雪の委

託料としておりますが、これについては出来高での清算をしております。ただ

除雪ではありませんけど町道維持管理委託料のなかにつきましては一定の定額

での除雪も含めての委託契約ということでなっております。以上です。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ１５５、１５６ページ。ござ

いませんか。１５７、１５８。１５９、１６０。１６１、１６２。１６３、１

６４ページ。安田委員。 

安田委員 １６３ページの交際費で教育委員長交際費８万ってあるんですけど、教育長も

このなかに含まれているんですか。 
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委員長 教育長。 

教育長 お答えをさせていただきます。交際費ということで教育委員長交際費８万円と

いうことで予算計上させていただいておりますけども、これにつきましては、

あくまでも教育委員会の委員長という立場での交際費ということでございまし

て、これに関しましては基本的に使途ということでは中体連に生徒が出場した

場合の１人当たりジュース代といいますか、飲料代というようなことで支出を

しているということでの予算計上ということになっております。 

委員長 ほかにございませんか。なければ１６５、１６６ページ。１６７、１６８ペー

ジ。１６９、１７０ページ。山田委員。 

山田委員 

委員長 

申し訳ございません。小学校費の中の教育の振興ということについて質問させ

ていただきます。項目的にはないんですけども、昨今英語の授業に関して今か

なりの低学年までの授業が各市町村でやられておられるということで、平取町

に関しても、英語教師などを含めて、授業が行われていることと思いますけど

も、現在の段階で５、６年生は必須というか、授業の中に取り入れて授業を行

うべきと考えますけども、この関係で平取町として低学年で、小学校１年生か

らの英語の授業としての取り組み等については、今後どのように考えているの

か、教育長にお伺いいたします。 

教育長。 

教育長 それではお答えをさせていただきます。小学校にかかわります外国語活動とい

うことでのご質問になろうかなというふうに思いますが、現在、小学校におき

ましては、教科ということではなくて、あくまでも特別活動ということでの外

国語、いわゆる英語ということで授業を展開をいたしております。このことに

つきましては、年間３５時間ということで、５年生、６年生を対象としている

ものであります。このことにおきましては、学級担任はもとより外国語指導助

手として町で採用しております職員、さらには、人材活用というようなことで、

講師を採用するなかで小学校に関しましては、基本的に教師と時間講師という

ようなことで、それぞれ対応しながら、そこに外国語指導助手も入るというこ

とになっておりまして、時間的にいきますと先ほど言いましたように年間３５

時間、週１時間ということになってまいります。それでそういきますと時間講

師ということにおきましてはだいたい週に１回、それぞれの学校に入るという

ことになります。それと外国語指導助手ということでは３週から５週に１回小

学校に入るということになっております。ですので、そのときによっては要す

るにＴ１、Ｔ２、Ｔ３という、３人が一つの教室に入りながら外国語活動を行
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っているということになっております。そのことにおきまして、現在国では２

０２０年までに、外国語については教科化をするということでこれにつきまし

ては５年生、６年生を教科化にしながら、３、４年生については現在のような

特別活動といいますか、外国語活動というようなことを導入をしていくという

現在の考え方でございますので、今後ですね、外国語ということにつきまして

は小学校においても充実がされてくるのかなというふうに考えているところで

あります。 

委員長 山田委員。 

山田委員 されていくのかなということで、国のほうからの指導が降りてこない限りは、

今の現状でいきたいという考えに聞こえたんですけども、今前段申し上げたと

おり、他の市町村では小学校１年生からの英語の特別授業になってるのか、授

業として５、６年生並みにやっておられるのかその辺のことはよくわかりませ

んけども、それでも小学校１年生のときから英語に親しむということをやって

るということでテレビ放送あったんですけど、その辺も含めて２０２０年まで

に平取町としても待って、国の方針、指針がおりてきた段階で考えますよ、平

取町独自ではそれまでは行いませんよっていう考え方でよろしいでしょうか。

委員長 教育長。 

教育長 先ほどお答えいたしましたように、国としては２０２０年までに小学校５年生、

６年生について教科化、３、４年生については現在５、６年生で実施をしてい

る、特別活動ということでの外国語活動という授業体制をとろうとしておりま

す。そのようなことにおきまして、町として、現状においてですね、国の方針

どおりいくのかということについてはですね、まだ具体的に協議はいたしてお

りませんけれども、考え方としてはやはり国の方針に沿っていくのかなという

ふうには現在は私自身はそのように考えております。小学生の段階で他の市町

村においては１年生からもう特別活動ということで、時数を組んでる部分もあ

ろうかなというふうに思いますけれども、やはり小学校の段階では外国語にや

っぱり慣れ親しむということをもちながらそれによって中学校のほうにつない

でいくという考え方が私は最も適切なのかなというふうに思いますので、小学

校の低学年から外国語を取り入れていくということでは相当やはり児童に対す

る負担というものが大きいものがあるというふうに思いますので、国が考えて

おります３、４年生、中学年において外国語活動として取り入れながら、５、

６年生については教科と、教科書を使いながら授業を行っていくという体制の

ほうが適切ではないかなというふうには思っております。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。なければ１６９、１７０。鈴木委員。
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鈴木委員 すみません、１６８ページの２０節、扶助費について伺います。小学校中学校

において、要保護・準要保護児童援助費というのが組まれているわけでありま

すけども、２６年度に比較いたしまして７０万３千円の減額と。教育行政執行

方針の中にはですね、学用品費、修学旅行費及び給食費などのほかにですね、

今年度からＰＴＡ会費あるいは生徒会費を追加したというふうに述べておられ

ます。そういった意味では、それでもその対象児童が減ったということなのか

なというふうには思いますけれども、最近しっかり伺ってなかったなというふ

うに思ったものですから伺うんですけれども以前はですね、例えば、生活保護

基準の１．２倍とか３倍とか多い市町村では１．５倍ぐらいまでとかっていう、

そういう基準が各町村で定められているかのように伺っておりました。平取町

としてですね、今現在この要保護・準要保護に対する基準というのは、どのよ

うに設けられているのか、その点について伺いたいと思います。 

委員長 教育長。 

教育長 それではお答えをさせていただきます。小学校費、中学校費、共に要保護・準

要保護児童に関わっての扶助費ということで予算計上させていただいておりま

すが、予算額的には前年度に対し減額をしたようなことで予算計上させていた

だいておりますけれども、私ども平取町の教育委員会の考え方といたしまして

は、今鈴木委員がお話されましたように、収入基準ということにつきましては

昨年生活保護基準が改正されたということに伴いまして、道内の自治体におい

てはこの就学援助の厳格化というんでしょうか、その生活保護基準に見合った

ようなかたちの中で、いわゆる収入基準を引き下げるというようなことで対応

してきている町村もございます。しかし、私どもといたしましては、収入基準

額については改正をすることなく、１．４倍ということで措置をさせていただ

いているところであります。そこにおきまして、予算的には減額にはなってい

るんですけれども、あくまでも予算ということで、前年度から十分また対象人

員といいますか、そこら辺のことを精査をしながら予算を計上したということ

でありますので、私どもとしての就学援助という内容については、先ほどご質

問の中にもありましたけれども、生徒会費、そしてＰＴＡ会費をプラスするか

たちのなかで就学援助の充実を図ったということでありますので、前年度より

は予算額は落ちておりますけれども、内容的には充実させていただいたという

ことでありますので、この点ご理解いただければというふうに思います。 

委員長 ほかございませんか。１６９、１７０ページ。１７１、１７２ページ。１７３、

１７４ページ。１７５、１７６ページ。１７７、１７８ページ。四戸委員。 

四戸委員 ３番四戸です。１７８ページ、１９節の負担金補助金及び交付金について伺い
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たいと思います。町長は先日の執行方針の中で、これまで町民が健康で豊かに

安心して暮らせるまちづくりを目指して、誠心誠意、全力を尽くしてきたと発

言されております。また、教育長におかれましては、方針の中で、心豊かで心

身ともに健康な体、知・徳・体のバランスのとれたより効果的な取り組み方に

ついて発言されております。町長、さらには教育長の方針については、私も同

感する１人でございます。今申し上げました観点から質疑したいと思います。

まず最初にこの補助金の対象となっている団体はどのぐらいあるのか。またこ

の団体に参加している人数はどのぐらいの人数なのか伺いたいと思います。も

う１点として、要するに指導員っていいますかインストラクターという人は、

現在何人いてその報酬はどのぐらい払われているのか伺いたいと思います。 

委員長 生涯学習課長。 

生 涯 学 習

課長 

ただいまの質問に答えたいと思います。まず団体の部分でありますけれども、

スポーツ少年団の部分ではまずスポーツ少年団本部というのがございまして、

そこに所属している部分としましては、少年野球、柔剣道、バドミントンなど、

９団体というふうになっております。一方社会人等につきましては、平取町体

育連盟に加盟している状況ということになりますけれども、野球、バレーボー

ル、バドミントン、パークゴルフ、ゲートボールなど１４の協会などからなっ

ております。体育連盟の部分でいきますと、２５年度におきましては会員数で

は６５１名という結果となっております。一部に重複して加盟している部分と

いうのはございますけれども、そういった人数になっております。その下に各

地区なりの協会がありますので、具体的なチーム数なり団体数ということでは

なかなか把握できないところがあるんですけども、今言ったような会員という

ような状況になっております。それから、スポーツ指導員としましては、教育

委員会のほうで委嘱をしております部分におきましては、現在４８名というこ

とで委嘱をしております。特に報酬というのは出しておりません。 

委員長 よろしいですか、四戸議員。 

四戸委員 毎年人口が減少しているなか、またさらには少子化が進んでいるなかで、この

ことによりまして、町にとりましても、今後においては数々の課題が山積して

いるのも現状ではないかと思います。ただいま課長の答弁にもありましたよう

に、スポーツ団体の人数は６５１名、指導員は４８名、それは無報酬、本当の

ボランティアということでよろしいんですよね。そういうことで。そういうな

かで、スポーツする人数としては人口も減っておりますけども過去と比較して

も、かなり減少しているのは現実だなというふうに感じております。今少年団

の話もございましたけど、少年団の野球においては、振内の小学校と山日高と

共同でチームを作っているのが現状でございます。またサッカーにおいても、
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富川と合同でチームを作っております。親にとりましては、相当負担がかかっ

ているのも現実ではないかと思います。また、高齢者においては要するに頭を

使う軽度なスポーツといいますか、それによってですね、認知の予防にもなる

と聞いております。昨年、アメリカにおいてですね、認知症の予防について世

界中の学者が集まりましてね、この予防について発表されております。その中

で、一番の予防対策はやはり頭を使いながら、軽度のスポーツが予防効果があ

るというふうに発表されております。子どものことは無論ですが、高齢者も増

えておりますので、高齢者の健康づくり、病気の予防対策にもこういう観点か

ら、この今出ている予算、これもう少し増額することができないものなのか、

そういう観点から教育長の考え方について伺いたいと思います。 

委員長 教育長。 

教育長 ご質問にお答えをさせていただきたいと思います。児童生徒をはじめとして高

齢者に至る町民すべての心身の健全育成を図っていくということにおきまして

は、スポーツそのものは欠くことのできないものだというふうに考えるところ

であります。スポーツということでは、各競技におけます技術の向上というこ

とはもとより、特に自己責任でありますとかフェアプレイの精神を培っていく

だとか、さらには仲間、指導者との交流を通じるなかでコミュニケーション能

力の育成をしながら、豊かな心と他人に対する思いやりの心を育んでいくので

はないかなというふうに考えているところであります。そのようななかにおい

て、ただいま児童生徒にかかわること、さらにまた高齢者にかかわることでの

ご質問でありますけれども、先ほどお答えをさせていただいておりますけれど

も、現在平取町には九つのスポーツ少年団があり、また中学校においては２校

において、それぞれ運動部を設けながら、積極的に活動を展開をしているとい

うような状況にもございます。さらには、高齢者というようなことで健康維持

といいますか、疾病予防というようなことで、軽スポーツというようなことで

の取り組みということにつきましても、教育委員会としても町の保健福祉課と

タイアップするなかでそれぞれこれまでも実施をしてきているということにな

ります。それで、ご質問にありましたように、予算的にさらに上積みをしなが

ら、もっともっと積極的に教育委員会としても事業等を行うべきではないかと

いうことになろうかなというふうに思いますけれども、教育費に限らずですね、

各種補助金との総体的な均衡を図るということもございますので、十分その辺

については、補助金要項等を精査を行いながら、検討させていただきたいとい

うふうに思っておりますけども、いずれにいたしましても、先ほど申し上げま

したように、児童生徒、高齢者ともに、心身の健全育成ということにおきまし

ては、スポーツというものは、欠くことのできないものというふうに認識して

おりますので、十分ご指摘等を踏まえながら今後あたっていきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 
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委員長 四戸委員。 

四戸委員 教育長の考え方はわかりました。で、ですね、町長の考え方としてはどう考え

ているのか、今の質疑に対して答弁お願いしたいと思います。 

委員長 町長。 

町長 スポーツ少年団と各種団体の補助金を充実すべきだというご質問ではございま

すけれども、これまで経過を申しますと、平成１３年から１４年の三位一体の

改革で交付税も約１０億ほど削減された経緯もありますし、また平成１５年と

１８年には大きな未曾有の大災害。そして、国では行政運営できなければ平成

の大合併ということで、この三つのことが大きく重なったなかでですね、平取

町では合併を迫られていたところでありますけれども、どの町とも合併せず自

立の道を選択しながら今日に至ってございます。そういった状況のなかでその

ときには職員の給料の削減をはじめ、各種団体の補助金等も一律に削減しなが

ら財政の健全化を図ってきた状況にございます。そういったことでございます

けれども、本当にまずは健康づくりというということが大変重要な面というの

はございますけれども、一部ですね、補助金をそういったかたちで増額するこ

とによって各種団体の補助金との均衡等々ございますので、これから財政状況

等を十分勘案しながらですね、四戸委員さんのご意見も十分配慮しながら十分

内部でも検討しながら、本当に必要な部分についてはですね、検討してまいり

たいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員長 ほかございませんか。１７９、１８０ページございませんか。千葉委員。 

千葉委員 １７９ページということで、１３節の委託料のことでお伺いしたいと思います。

この件については２点、質疑というかあるんですけども、１点はですね、ここ

に書いてる委託料のいわゆる町の体育施設費として計上してある町民プールの

ことでございます。ご承知の通り各学校には学校プールということで１６６ペ

ージ、学校管理費の中に含まれているいわゆる学校プールの委託料ですね、そ

れから監視業務含めて、二つの計上があるということで、私は振内の町民プー

ルという、最初に建てられたときの経緯というのは実はよく存じてあげてない

んですよ。なんで町民プールにしたのかな。特に赴任してくる小学校の横に隣

接してある町民プールなものですから、赴任してくる新しい先生たちはいつも

素朴な疑問を持ってるわけですね。何で振内小学校が町民プールで、例えば二

風谷とか本町、貫気別もそうですけども学校プールになってるのか。この辺の

いきさつは別として、これはやっぱり統一して費目としてですね、私はあくま

でも体育施設という、いわゆる町民プールというかたちっていうのはもうそろ
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そろ私は廃止して学校プールというかたちで管理委託含めてどうなのかなとい

う素朴な疑問を持ってるわけなんですけど、その辺の考え方まず１点伺いたい

のと、それと、これは名称の違いなんですけどその下にある振内の青少年会館

という名称もそうなんですけど、これもいわゆる町の体育施設として費目を計

上しているというかたちのなかで、やはり青少年会館という、そのスタートし

た時の名称、そういったかたちのなかでももうそろそろですね、統一的に町の

施設であるよというかたちのなかで、全町的な、広義の意味でですよ、全町的

な視野に立って考えるんであれば、こういった費目の名称あるいはその施設の

名称というのは考えていくとらえ方できないのか、その点伺っておきたいと思

います。 

委員長 教育長。 

教育長 それではお答えをさせていただきます。ただいま町民プールの監視業務委託料

ということでのご質問になろうかなと思いますけれども、それと学校プールの

兼ね合いということになろうかなと思います。学校プールということにおきま

しては、町民プールもそうなんですけれども、７月１日から８月３１日までの

２月間ということで、それぞれ開放させていただいております。町民プールと

いう位置づけにおきましては、平日のいわゆる夜間、それと土曜、日曜日とい

うことでの利用ということでそれぞれ管理等を委託をしていると。学校プール

ということにつきましてはあくまでも学校での授業等に使うプールというよう

な位置づけで学校プールと町民プールというふうに区分けをさせていただいて

いるところであります。そのことにおいて、予算といたしましても、小学校費

に計上しながら、さらには、町民プールということでは体育施設費に計上して

いるということになっているところであります。そのようなことで、町民プー

ルと学校プールということで統一をしながら施設管理ということもそれも全く

でき得ないことではないかなと思いますけれども、学校での使用そして一般の

開放という部分での使用ということを区分しながら、それぞれ管理をしてきて

いるということでありますので、予算的にはそのようなかたちのなかで計上さ

せていただいているところでございます。今後の予算措置といいますか予算計

上のあり方ということについては、また検討の余地もあるのかなというふうに

思いますので、その辺については十分また内部で検討、協議等をさせていただ

ければというふうに思っているところであります。あわせまして、振内の青少

年会館の管理業務でありますとか、町民体育館もそうですし、貫気別の町民セ

ンターということもそうでございますので、町の施設ということでは一本化し

ながら予算項目としてあげていくということもそれは不可能ではないかなとい

うふうに思いますけれども、あくまでも明確に予算項目として計上させていた

だきながら、ご理解をしていただくということでこれまで来ている部分もあり

ますので、これについてもプール同様、あらためてそのあり方、どうあれば一
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番いいのかといいますか、それについては、検討等はさせていただければとい

うふうに思います。 

委員長 千葉委員。 

千葉委員 私は振内に住んでいるわけでございますけども、一番最初に素朴な投げかけあ

ったのは新規就農者の方で、最初に来たときの方が、振内の町民センター、玄

関看板ありますよね、振内町民センターと。中に入っていくと振内青少年会館

の体育館。で、町民センターの施設はここだよと。そういう区分はおかしいん

でないのという、ここら素朴な投げかけだったんですけど、やはり管理業務を

ですね、私は区分として名称の単なる名称のことだけではなしに、やはり今後

の施設のあり方も含めてね、費目の計上の仕方も含めて、このへんやっぱりし

っかり区分けして考えていく必要、私はあると思うんですね。確かに振内青少

年会館といえば、そのとおり我々昔から住んでる人間はわかるんですけども、

特に新しく就農で来られた方とか、例えばふるさと親子留学で来られた方やな

んかもちょっとその辺から手間取ったということは、考え方を理解してもらう

のにちょっと時間、説明するのにも時間がかかったというようなことがあるん

ですけども、そのへんやっぱり施設の効率的な管理のあり方も含めてですね、

名称のあり方なんか全くかえるつもりないんでしょうかね。もう一度伺います。

委員長 教育長。 

教育長 教育委員会が所管をしております、いわゆる体育館ということで振内の青少年

会館、ということになります。そして、貫気別の町民センター、本町の町民体

育館ということで、体育館として建設をして、それに併設をしながら、振内に

ついては町民センターができ得てきてるのかなというふうに思いますし、貫気

別につきましては生活館、支所も含めながらですね、それに併設がされてきて

いるということでありますので、条例上におきましても、あくまでも、振内の

青少年会館、まあこれは体育館になりますけども、そういうことで条例上もそ

のように規定はさせておりますので、まあ管理上ということになってまいりま

すと、体育館の管理ということにおいては体育館が現在行なっている。町民セ

ンターということになりますと振内支所ということになってまいりますので、

そこら辺の管理体制上についてはやはりまた、人員的な問題等もございますの

で、それらについては検討は、体育だけのほうで行なうということでなくて、

町部局のほうともですね、これらについては、調整をしていく必要はあるのか

なというふうに思います。 

委員長 千葉委員。 
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千葉委員 すみません、もう一度だけ伺いますね。いやわかるんです。教育長言ってるの

は非常に当たり前の話は当たり前に捉えて受け止めてもいいんですけど現実を

みていますとね、例えば振内の町民プールありますよね、現実夏休みなんか入

ってくると、使う期間がもう限られてますから、小学校の教頭先生あたりもう

汗だくになって一生懸命管理してるわけですね。ということは、そんななかで

町民プールという名前を掲げていることはこれも素朴な疑問ですよね。来られ

た先生はどうしてだろうということからいっつも聞かれるんですね。新しく先

生かわれば。やはりその辺のことと、それから貫気別が町民センターというか

たち、振内も町民センターというかたちで、だから町民センターの中にある町

民センター体育館でもいいと思うんですけどね、これはまた青少年会館の管理

はむこうで、名称むこうでって玄関も別々にはなっているんですけども、やは

りこの辺管理する意味合いでもですね、やっぱり費用をやっぱり縮減していく

という意味でもいろんな考え方がやっぱり僕はあっていいと思ってるんです

ね。近い将来の課題としてですね、私言ってることちょっと考慮して考えても

らえるようなことがあればありがたいと思ってますけども。 

委員長 教育長。 

教育長 まずプールの関係でありますけれども、プールにつきましては千葉委員ご指摘

のとおり、学校プールであり町民プールであるというようなことで、学校で使

う時は学校プールであり、一般に開放するときは町民プールという位置づけの

なかで、管理の時間帯等も違ってきますけれども、正直申し上げまして、小学

校の管理職といいますか、特に教頭でありますけれども、管理をしているとい

うのが実態なのかなというふうに思います。やはり負担的にも相当なものかな

というふうには思っておりますので、これについては十分管理のあり方、管理

体制といいますか、これについては検討等をしていきながら学校職員の負担と

いいますか、その辺も軽減させていければなというようには考えております。

また振内青少年会館もそうですけれども、他の体育館そしてそれに併設してお

ります町の生活館であり、町民センターでありますか、支所もそうですけれど

も、その管理のあり方ということについては、体育の観点から申し上げること

だけはできませんので、また、先ほど申し上げましたけども、町のほうとも協

議をしながら、最も良いといいますか、あるべき管理体制というものについて

検討をさせていただければというふうに思います。 

委員長 よろしいですか。ほかございませんか。平村委員。 

平村委員 １０番平村です。同じく１７９ページの委託料なんですけど、ここにはのって

ないんですけども、町民グランドの草刈りしかのってないんですけれども、前

から私は町民のグランドに照明を付けてほしいという要望を何度かしているん
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ですけれども、前にも言ったときには任期の中で何とかしたいという町長の答

弁だったんですけど、今年度も最終年の２７年度の予算の中にも一つものって

きてないんですけどその辺の考え方は住民にやはり約束して、マニフェストに

も書いていながらそういうひとつものってこないということは、どういうお考

えでいるのかその辺をお聞きしたいと思います。 

委員長 町長。 

町長 それではお答え申し上げたいと思います。任期中に公約ということで、照明を

グランドにつけたいというようなことがございましたけれども、いろいろ内部

でも協議したところ、まず最初にグラウンドに非常に石が出て危険だというよ

うなことで、全体的な老朽化もございますので、これらの整備を最優先にした

いという考え方が一つあります。それと２点目には、やはり泊の原発がとまり

まして、電力の供給が安定の見通しがつかないというようなことで、北電のほ

うからも再三にわたりまして公共施設についてはできるだけ抑制をしていただ

きたいというようなことの強い要請がございまして、今回のローリングのなか

には盛り込めないでございます。そういったことで、これについてはですね、

そういう要請があった団体のほうにそういった説明を丁寧にしながら、ご理解

をいただきながら、第６次の計画の中で十分その辺についてはまた議論をしな

がら、できれば、前期の５か年の中でそういったことを再協議することで、団

体とも協議をしてご理解をいただいておりますので、ご理解願いたいというふ

うに思っております。 

委員長 平村委員。 

平村委員 その内容はわかるんですけど、もし町民グランドがそうやって石とかそういう

のがあるということで、聞いてみたんですけどそんな石はあまり出てないとい

うことで、もし住民の人の意見としては、二風谷ファミリーランドのとこのグ

ランドでもいいと。あそこに太陽光の設置もしてあるので、あそこで照明施設

をやって、そこでスポーツをやったりサッカーをやったり、ソフトボール、野

球やって、帰りは温泉にも入れるので、もしよかったらあっち側でもいいんで

すよって言う住民の声なんですけど、太陽光も町のほうで建ててますし、そう

いう観点でこっちのほうが、電源の、電気の関係がだめであれば、そちらでも

いいという住民の声なので、その辺もお含みおきお願いしたいと思います。 

委員長 町長。 

町長 本当に団体の中でもですね、特に農協の青年なんかは、人数は小数であります

けれども、本当にトマトで頑張って、町の名声を高めていただいているという
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面でですね、そういった声もしっかりと聞きながら、何とか実現をさせたいと

いう思いでございます。仕事ばかりじゃなく、本当にそういう楽しみを持ちな

がら仕事に意欲を持ちながら頑張れる、そういった団体の声もしっかり受けと

めながら取り組みたいというふうに考えてございますので、それらについては

第６次の検討の中で協議をしてまいりたいというふうに思っておりますが、こ

この公設グランドについてはですね、周辺に公営住宅等もございますし、また

二風谷には温泉もできて本当に中心的な位置でもございますので、もし、そう

いった本当に汗を流して温泉に入っていただけるというようなこともございま

すので、それも選択肢の一つなのかなというふうに考えておりますので、委員

のご意見については十分配慮しながら考えてまいりたいというふうに思います

のでよろしくお願いしたいと思います。 

委員長 よろしいですか。鈴木委員。 

鈴木委員 １８０ページの７節賃金、また１３節委託料の給食調理業務委託料についてで

すね、伺っておきたいというふうに思います。この件につきましては２６年３

月議会そして２６年９月議会、それぞれ議論をさせていただいているところで

あります。そういったことで、いろいろとその背景になりました行革について

の説明も行われたところでありますけれども、あらためてですね、自分として

は、いろんな角度からこの給食業務、委託ということではなく、今までどおり

進めてはどうかというお話しをさせていただいてきました。それでですね、最

終的に町側の説明としてですね、この内閣府の公共サービス改革推進室からの

回答というのをもとにですね、業務委託しても偽装請負にはあたらないという

見解を示されたところでございます。それでその委託のこの資料をですね、私

総務課長からいただきまして、まだ実は時間あったんですけどなかなかここま

でいかなかったものですから、そのことについてはまた明日にでもね、最終的

に質疑させていただきたいなというふうに思ってるんですけども、まずその前

段として７節賃金の関係で、代替調理員賃金と小学校５校、中学校２校という

ことでですね、２６年度より５万５千円増やしたかたちの、３３万円というか

たちでみておられます。実は昨年９月にこの関係伺ったときにはですね、平小

の調理員の方１人については、非常に体調が悪くて休みがちだったということ

もあってということで、最終的にみずから退職される道を選ばれたというふう

に伺っていたわけであります。そしてそのあとですね、たぶん臨時職員として、

配置されたんだろうというふうに理解しておりますけれども、そういった意味

ではですね、伝え聞くところによりますと若い方が入られたというふうにも伺

っておりますので、何人分これでみているのかということが一つのあれなんで

すけどもその若い方が入られたあとですね、それまでの昨年の実績の退職され

るまでの代替調理員の数字と、代わられたあとというのはやっぱり若い方が入

ったというかたちのなかでは、さほどですね、それほど、それまでよりかはそ
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の代替えの調理員の必要数というのは減ったんではないのかというような推測

もするわけなんですけれども、その点、この積算の根拠についてですね、伺っ

ておきたいなというふうに思います。それと、この委託料の関係であります。

先ほど若い方が入られたというふうに私もちょっと伝え聞いております。で、

そういう認識で間違いないのか、ちょっとそのへんについて伺っておきたいと

思います。それと、委託に回すというのは、その方が３月までの臨時職員とい

うことからですね、その方を臨時職員ということで３月いっぱいの雇用契約と

いうことで切られると、切るということが前提で、ここに平小ということで、

１名ということで計上されているという理解でよろしいのかどうなのか伺って

おきたいと思います。 

委員長 質問と答弁がこのあとやられるんですけど、時間になりましたので、答弁は明

日ということで、よろしくお願いいたしたいと思います。雪も大変降っており

ますのでそれぞれ皆さん帰ってから大変でしょうから今日はこれまでといたし

たいと思います。それでは明日１１日は午前９時３０分から委員会を再開いた

しますので、定刻までにご参集願いたいと思います。本日はご苦労様でした。

（散 会 午後 ３時３５分）


